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一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 
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連
邦
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訟
内
の
二
重
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罰
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で
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適
用
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
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説

問
題
と
な
っ
た
法
律
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た

条
文
は
本
判
例
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
)
。

論

①
「
何
人
も
、
前
述
の
薬
物
[
ア
ヘ
ン
及
び
他
の
麻
薬
]
を
購
入
、
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
証
紙
の
つ
い
た
包
装
守
口
明
広
島
-

∞5
6
0
R同
宮
町
片
品
。
)
に
よ
る
購
入
及
び
販
売
、
又
は
印
紙
の
つ
い
て
い
る
原
包
装
に
よ
る
購
入
及
び
販
売
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
前
述

の
薬
物
に
適
切
な
納
税
証
明
(
阻
害
円

8
5
5

円

E
t宮
町
凶
器
包
唱
と
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
薬
物
を
所
持
し
て
い
る
者
が
、
本
条
に
違
反
し
て

(
3
)
 

い
る
一
応
の
証
拠
(
、
さ
言
、
町
内
定

2
E
g
B
)
と
な
る
。
」

②
「
何
人
も
、
本
編
の
第
六
九
一
章
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
薬
物
を
販
売
、
交
換
、
贈
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
内
国
歳
入
庁
長
官

の
用
紙
で
、
販
売
又
は
交
換
又
は
贈

(
円
。
ョ
呂
田
包

S
R
a
E
O
B包
mO42zm)
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
法
定
の
注
文
書
(
若
宮
町
ロ
。

aq)

(4) 

与
の
相
手
方
が
記
入
し
た
も
の
に
従
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
」

こ
の
正
式
起
訴
に
は
、

五
つ
の
訴
因

(
8
5
5
が
含
ま
れ
て
い
た
。
陪
審
は
、
第
二
訴
因
、
第
三
訴
因
、
第
五
訴
因
の
み
に
つ
い
て
有

罪
評
決
を
下
し
た
。
こ
れ
ら
の
訴
因
は
、
同
一
の
購
入
者
に
対
す
る
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
(
自
o丑
5

Z骨
2
z
o乱
含
)

の
販
売
に
関
す
る
も

の
だ
っ
た
。

第
二
訴
因
は
、
そ
の
日
に
お
け
る
、
証
紙
の
つ
い
た
包
装
に
よ
ら
な
い
当
該
薬
物
一

O
グ
レ
イ
ン
の
販
売
で
あ
っ
た
。

第
三
訴
因
は
、
そ
の
翌
日
に
お
け
る
、
証
紙
の
つ
い
た
包
装
に
よ
ら
な
い
当
該
薬
物
八
グ
レ
イ
ン
の
販
売
で
あ
っ
た
。

第
五
訴
因
は
、
第
三
訴
因
の
販
売
が
、
購
入
者
に
よ
る
法
定
の
注
文
書
に
従
わ
な
い
で
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
因
に
つ
い
て
、
五
年
の
懲
役
及
び
二

0
0
0
ド
ル
の
罰
金
を
宣
告
し
た
。
逐
次
執
行
の
刑
の
宣
告

(
n
S
8
2丘
5
8
E
g
n
g
)
で
あ
っ
た
。
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
原
審
を
維
持
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
裁
量
上
訴
を
認
め
た
が
、

連
邦
最
高
裁
も
原
審
を
維
持
し
た
。
被
告
人
の
主
な
主
張
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
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(
1
)
第
二
訴
因
と
第
三
訴
因
に
お
け
る
こ
つ
の
販
売
は
、
同
一
人
物
に
な
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
単
独
の
犯
罪

(
2
5色町。岡崎
S
8
)
で
あ
る
。

(
2
)
第
三
訴
因
の
、
証
紙
の
つ
い
た
包
装
に
よ
ら
な
い
販
売
は
、
第
五
訴
因
の
、
購
入
者
の
法
定
の
注
文
書
に
従
わ
な
い
販
売
と
同
一

一
つ
の
犯
罪
を
構
成
す
る
か
ら
、
単
独
の
刑
罰
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

で
あ
り
、

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

【
判
旨
】
①
「
第
二
訴
因
と
第
三
訴
因
の
販
売
は
同
一
人
物
に
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
異
な
る
時
間
に
な
さ
れ
た
別
個
の
販
売
で
あ

る
。
証
拠
に
よ
る
と
、
最
初
の
販
売
の
対
象
と
な
っ
た
薬
物
[
一

O
グ
レ
イ
ン
]
の
配
達
の
直
後
に
、
購
入
者
は
、
追
加
分
[
人
グ
レ
イ
ン
]

の
支
払
い
を
し
て
、
翌
日
に
そ
の
追
加
分
が
配
達
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
初
の
販
売
は
、
既
に
達
成
さ
れ
た

の
で
あ
っ
て
、
追
加
分
の
支
払
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
直
後
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
別
個
の
販
売
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
販
売

は
配
達
に
よ
っ
て
完
了
す
る
の
で
あ
る
。

被
告
人
の
主
張
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
販
売
が
同
一
人
物
に
な
さ
れ
て
お
り
、
両
者
と
の
聞
に
実
質
的
な
時
間
の
隔
た
り
が
な
い
か
ら
、

単
独
の
継
続
犯
(
位
認
ぽ

g
R
E
E同
問
。
容
ロ
回
目
)
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
根
拠
の
な
い
主
張
で
あ
る
。
.

本
件
で
は
、
最
初
の
販
売
は
、
既
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
販
売
は
、
最
初
の
衝
動
の
結
果
で
は
な
く
、
新
た
な
る

(5) 

衝
動
の
結
果
で
あ
る
。
・
・
・
」

②
「
ハ
リ
ソ
ン
麻
薬
法
第
一
条
は
、
禁
止
薬
物
を
証
紙
の
つ
い
た
包
装
な
し
で
販
売
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
第
二
条
は
、
か
か
る
禁
止
薬
物
を

購
入
者
の
法
定
の
注
文
書
に
よ
ら
ず
に
販
売
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
律
上
、
二
つ
の
別
個
の
犯
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
唯
一
の
販
売
が
存
在
し
て
い
る
。
問
題
は
、
同
一
の
行
為

(
8
5伺
恒
三
)
が
両
方
の
条
文
に
違
反
す
る
場
合
、
被
告
人
が
二
つ

の
犯
罪
を
犯
し
た
の
か
単
独
の
犯
罪
を
犯
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
法
律
は
、
禁
止
薬
物
の
販
売
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
・
:
む
し
ろ
、
第
一
条
と
第
二
条
で
な
さ
れ

北法51(2・115)489



説

て
い
る
要
求
に
従
わ
な
い
禁
止
薬
物
の
販
売
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
法
で
課
さ
れ
て
い
る
印
紙
税
の
徴
収
を
援
助
す
る
こ
と
が
、

(6) 

こ
れ
ら
の
条
文
の
目
的
で
あ
る
。
・
・
・
」

論

③
「
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
は
、
異
な
る
要
素
の
証
明
(
官

OOZEeR082n-msg丹
)
を
要
求
し
て
い
る
。
同
一
の
行
為
が
二
つ
の
別
個
の
法

律
規
定
に
違
反
す
る
場
合
、
二
つ
の
犯
罪
が
存
在
す
る
の
か
単
独
の
犯
罪
が
存
在
す
る
の
か
を
決
定
す
る
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
が
も

う
片
方
が
要
求
し
て
い
な
い
事
実
の
証
明
を
要
求
し
て
い
る
の
か
否
か
で
あ
る

0

・
:
単
独
の
行
為
が
、
二
つ
の
法
律
に
違
反
す
る
犯
罪
に
な

る
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
。
も
し
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
が
、
お
互
い
に
も
う
片
方
の
法
律
が
必
要
と
し
て
い
な
い
事
実
の
証
明
を
必
要
と
し

て
い
る
場
合
は
、
た
と
え
ど
ち
ら
か
一
方
の
法
律
に
基
づ
く
有
罪
判
決
又
は
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
も
う
片
方
の
法
律
に
基
づ

く
訴
追
も
処
罰
も
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
:
・
こ
の
基
準
を
当
て
猷
め
る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
文
は
単
独
の
販
売
に
よ
っ
て
違
反
さ

(
7
)
 

れ
た
が
、
二
つ
の
犯
罪
が
犯
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
」

【
コ
メ
ン
ト
】
連
邦
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
主
張

(
1
)
に
つ
い
て
は
①
の
判
断
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
訴
因
と
第
三
訴
因
に
お

け
る
こ
つ
の
販
売
は
同
一
人
物
に
な
さ
れ
て
い
て
も
、
両
者
は
別
個
の
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
被
告
人
の

主
張

(
2
)
に
つ
い
て
は
②
の
判
断
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
証
紙
の
つ
い
た
包
装
に
よ
ら
な
い
第
三
訴
因
の
販
売
は
、
購
入
者
の
法
定
の

注
文
書
に
従
わ
な
い
第
五
訴
因
の
販
売
と
同
一
で
は
な
い
か
ら
、
別
個
の
刑
罰
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

根
拠
と
な
る
基
準
が
判
旨
③
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
前
述
の
モ
!
リ
イ
判
決
と
ガ
ヴ
ィ

l
レ
ス
判
決
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

6
.
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
l
・
テ
ス
ト
の
欠
点
と
そ
の
解
決
策
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ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
で
示
さ
れ
た
基
準
は
、

モ
l
リ
イ
判
決
と
ガ
ヴ
ィ

l
レ
ス
判
決
に
受
け
継
が
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
判
決
で

も
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
基
準
は
、
本
件
に
ち
な
ん
で
「
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト

(
E
2
5
R
m
R
8
2
)
」
と
呼
ば
れ
る
が
、

(
8
)
 

三
年
の
連
邦
最
高
裁
の
デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
で
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
基
準
は
二

O
世
紀
を
通
し
て
通
説
で
あ
っ
た
と
い
っ

(9) 

て
よ
い
。

九
九

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

こ
の
よ
う
に
犯
罪
の
同
一
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ

1
ガ
l
・
テ
ス
ト
が
判
例
に
お
い
て
多
く
の
支
持
を
集
め
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

i
・
テ
ス
ト
が
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
の
理
念
や
目
的
に
忠
実
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
は

(
印
)

言
い
き
れ
な
い
。
「
同
一
の
犯
罪
」
と
い
う
文
言
は
非
常
に
狭
く
解
釈
さ
れ
る
の
で
、
犯
罪
規
定
が
複
雑
多
様
化
し
て
い
る
現
代
社
会
で
は

(
日
)

分
割
起
訴
が
容
易
に
な
る
。
し
か
も
、
立
法
機
関
が
こ
の
基
準
を
す
り
抜
け
る
犯
罪
規
定
を
制
定
す
る
こ
と
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
は
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
式
起
訴
状
記
載
の
事
実
と
公
判
審
理

で
証
明
さ
れ
た
事
実
と
の
不
一
致
(
〈
邑

B
B
)
に
よ
る
無
罪
判
決
に
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
の
保
護
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と

(ロ)

い
う
政
策
論
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
一
致
の
問
題
は
既
に
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
基
準
に
こ

(
日
)

だ
わ
る
実
益
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
基
準
は
通
説
で
あ
り
続
け
た
が
、
も
は
や
現
代
社
会
の

要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

例
え
ば
、

一
七
八
四
年
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
わ
ず
か
一
四
の
重
罪
(
笠
宮
可
)
し
か
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
謀
殺

(
E
E
R
)
、
自
殺
(
由
巳
口
広
町
)
、
故
殺
(
告
吉
田
E
高
度
目
円
)
、
不
法
目
的
侵
入
(
吉
岡
明
日

S)、
放
火
吉
田
。
ロ
)
、
強
盗

(
5
5
3
)
、
窃
盗

(-RBミ
)
、
強
姦
(
昆
官
)
、
獣
姦
(
問
。
号
B
可
)
、
重
傷
害

(
B
a宮
豆
、
冒
涜

(
g
g耳
目
百
三
、
共
同
謀
議

(ng目立
B
ミ
)
、
偽
造
(
旨
?

(

M

)

(

日
)

明
白
々
)
、
煽
動

(
8
e
gロ
)
で
あ
っ
た
。
例
外
と
い
え
ば
、
故
殺
が
謀
殺
の
被
包
含
犯
罪

(
-
2
8ユ
ロ

n-Ea
え
な
ロ

g)
と
さ
れ
、
窃
盗
が
不

(
日
)

法
目
的
侵
入
及
、
ぴ
強
盗
の
被
包
含
犯
罪
と
さ
れ
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
建
国
二
三
州
及
び
そ
れ
ら
の
領
土
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
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説

(
口
)

の
コ
モ
ン
ロ
ー
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
。
こ
の
状
況
で
は
、
検
察
官
が
、
前
訴
の
無
罪
判
決
又
は
有
罪
判
決
の
後
に
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ

ィ
条
項
を
潜
り
抜
け
て
再
訴
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
問
題
と
し
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
あ
る
重
罪
を
構
成
す
る
犯
罪
行
為
が
別
の
重

罪
を
も
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
稀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
一
度
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
れ
ば
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
国
外

論

追
放
宣
告
。
コ
即
位
。
ロ
)
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
し
、
せ
い
ぜ
い
被
告
人
の
財
産
の
没
収
が
伴
う
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
有
罪
判
決
の
後
の

(
凶
)

再
訴
禁
止
を
論
じ
る
の
は
無
意
味
だ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
は
、
立
法
機
関
が
、
既
に
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
行
為
を
も
と
に
し
て
追
加
的
な
犯

罪
類
型
を
創
造
し
て
、
再
訴
を
正
当
化
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
は
裁
判
官
が
犯
罪
を
定
義
し
て
い
た
か
ら

(
ゆ
)

で
あ
る
。

そ
の
後
、
立
法
機
関
が
犯
罪
類
型
を
制
定
す
る
よ
う
に
な
り
始
め
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
重
罪
の
数
が
増
加
し
、
合
衆
国
憲
法
が
制
定
さ
れ

(
却
)

る
こ
ろ
に
は
、
約
一
六
O
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
類
型
の
区
別
は
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
被
告
人
が

(
幻
)

一
つ
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
複
数
の
犯
罪
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
一
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
再
訴
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
起
こ
っ
た
場
合
、
被
告
人
は
、
裁
判
所
が
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
の
「
同
一
の
犯
罪

(
幻
)

(
g
g
O
R
2
8
)」
と
い
う
文
言
を
「
同
一
の
犯
罪
行
為
(
目

5
0
2
E
E
E
)」
と
解
釈
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、

(
お
)

州
と
連
邦
の
両
方
を
含
め
て
、
数
千
も
の
犯
罪
が
立
法
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
規
定
は
、
同
一
の
行

為
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
立
法
機
関
に
よ
っ
て
犯
罪
類
型
の
数
が
増
加
し
た
こ
と
で
、
検
察
官
の
権
限
や
意
識
も

変
わ
り
始
め
た
。
検
察
官
は
、
前
訴
の
有
罪
判
決
の
刑
が
軽
す
ぎ
る
こ
と
や
前
訴
で
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
不
服
で
あ
れ
ば
、
前
訴

(

M

)

(

お
)

と
同
一
の
犯
罪
行
為
を
前
訴
と
異
な
る
犯
罪
と
し
て
再
訴
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
犯
罪
規
定
が
重
複
す
る
こ
と
で
、
検
察

官
は
、
一
つ
の
正
式
起
訴
状
の
中
で
二
重
処
罰
を
し
た
く
な
る
し
、
ま
た
、
分
割
し
て
起
訴
し
た
く
も
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
正
当
化
さ

(
お
)

れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
訴
訟
の
中
で
の
二
重
処
罰
に
つ
い
て
は
、
量
刑
基
準
表

(
d
E丹色

ω
g
g
r三
2
5
M
m
o
E
m笠
宮
町
田
)
が
あ
る
か
ら
、
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い
く
ら
か
制
限
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
再
訴
の
危
険
は
依
然
大
き
い
。
検
察
官
は
、
前
訴
が
無
罪
判
決
に
終
わ
っ
た
場
合
に
備
え
て
、

も
う
一
つ
の
犯
罪
規
定
に
基
づ
く
再
訴
を
温
存
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
別
の
裁
判
区
の
検
察
官
が
起
訴
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
有
罪
判
決
を
得
る
こ
と
は
容
易
に
な
る
し
、
当
面
は
薬
物
犯
罪
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
組
織
犯
罪
に
対
し
て

優
位
に
立
て
る
。
ま
た
、
捜
査
官
は
、
自
分
が
着
手
し
た
事
件
の
う
ち
の
ど
れ
ぐ
ら
い
が
正
式
起
訴
に
至
っ
た
か
に
よ
っ
て
昇
進
が
き
ま
る

(
幻
)

こ
と
も
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
の
起
草
者
の
意
図
に
関
し
て
十
分
な
情
報
を
得
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
同
一
の
犯
罪
行

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

為
に
つ
い
て
複
数
の
法
律
規
定
が
重
複
す
る
事
例
に
つ
い
て
の
経
験
も
歴
史
上
豊
富
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
で
述

べ
ら
れ
た
基
準
を
採
用
し
つ
づ
け
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
検
察
官
の
権
限
濫
用
か
ら
被
告
人
を
保
護
す
る
こ
と
で
は
一

(
お
)

貫
し
て
き
た
が
、
立
一
法
機
関
の
権
限
濫
用
か
ら
被
告
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ

デ
ィ
条
項
が
、
立
法
機
関
が
立
法
に
よ
っ
て
被
告
人
を
再
訴
に
さ
ら
す
こ
と
を
も
禁
止
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
一
致
し
て
い
な

(
ぬ
)

ぃ
。
犯
罪
類
型
を
設
け
る
権
限
が
裁
判
所
か
ら
立
法
機
関
に
移
譲
さ
れ
て
か
ら
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
。
も
し
も
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ

ィ
条
項
が
、
検
察
官
が
立
法
機
関
の
意
図
に
反
し
て
被
告
人
を
再
訴
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
だ
け
な
ら
、
連
邦
最
高
裁
は
、
犯
罪
を
定
義
す

る
権
限
を
立
法
機
関
に
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
検
察
官
は
、
立
法
機
関
に
よ
る
定
義
に
敬
意
を
払
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
連
邦
議
会
が
、
単
独
の
薬
物
販
売
を
三
つ
の
法
律
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
し
、
そ
の
販
売
に
つ
い
て
三
つ
の
訴
追
を
望
む
な
ら
ば
、

検
窓
小
官
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
連
邦
議
会
が
同
一
の
薬
物
販
売
を
一
つ
の
法
律
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
な
ら
ば
、
検
察

官
は
、
そ
の
同
じ
法
律
規
定
に
基
づ
い
て
同
一
の
薬
物
販
売
を
再
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ
条
項
が
、
被

告
人
が
同
一
の
行
為
に
つ
い
て
再
訴
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
な
ら
ば
、
検
察
官
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
立
法
機
関
も
、
被
告
人
を
同

一
の
行
為
に
つ
い
て
再
訴
す
る
立
法
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
の
「
同
一
の
犯
罪
」
と
い
う
文
言
に
、
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説

立
法
機
関
の
定
義
を
超
越
し
た
独
立
の
意
味
が
存
在
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
単
独
の
薬
物
販
売
は
一
つ
の
犯
罪
に
し
か
な
り
得
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
立
法
機
関
は
、
そ
の
薬
物
販
売
を
三
つ
の
法
律
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
し
て
、
三
度
訴
追
す
る
こ
と
を
検
察
官
に
許
す
立

(
ぬ
)

現
在
の
ア
メ
リ
カ
は
、
前
者
の
場
合
の
よ
う
に
、
立
法
機
関
の
意
思
を
尊
重
す
る
傾
向
に
あ
る
。
ゃ
フ
ロ
ッ
ク
パ

i
ガ
l
・
テ
ス
ト
は
、
法

北法51(2・120)494

ヨi
E岡

法
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

律
規
定
の
要
素
に
着
目
す
る
基
準
で
あ
る
か
ら
、
と
か
く
立
法
機
関
の
意
思
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・

テ
ス
ト
は
、
単
独
の
訴
訟
内
で
の
二
重
処
罰
の
可
否
を
判
断
す
る
基
準
で
あ
っ
た
が
、

(
出
)

の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

i
・
テ
ス
ト
は
検
察
官
の
恐
意
的
な
分
割
起
訴
を
や
り
や
す
く
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
が
、
も
う
片
方
が
含
ん
で
い

一
九
九
三
年
の
デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
、
再
訴

な
い
要
素

(
O
W
S
O
S
)
を
含
ん
で
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
同
一
の
犯
罪
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
犯
罪
を
犯
そ
う
と
い
う
共
同
謀
議

(gロ
目
立
窓
口
可
)
と
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
と
は
、
同
一
の
犯
罪
に
は
な
ら
な
い

(
勾
)

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
犯
罪
組
織
を
継
続
し
て
運
営
す
る
こ
と
と
そ
の
組
織
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
犯
罪
行
為
も
、
同
一
の
犯
罪
に
は
な
ら
な

(

お

)

(

泌

)

ぃ
。
被
告
人
に
と
っ
て
は
十
分
な
保
護
に
な
ら
な
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
パ

1
ガ

1
・
テ
ス
ト
の
も
と
で
は
、
被
包
含
犯
罪

(
F
E
R
E
n
-
E
a
o小

(
お
)

時
四
日
目
)
の
場
合
に
例
外
的
に
再
訴
を
禁
止
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
パ

i
ガ

i
・
テ
ス
ト
が
唯
一
絶
対
の
基
準
で
あ
る
と

(
お
)

す
れ
ば
、
犯
罪
類
型
が
複
雑
多
様
化
し
て
い
る
現
代
社
会
で
は
、
検
察
官
の
恋
意
的
な
分
割
起
訴
が
容
易
に
な
る
。
連
邦
に
も
州
に
も
多
数

の
犯
罪
規
定
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
一
の
行
為
を
複
数
の
犯
罪
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
質
的
に
は
同
一
の

行
為
に
つ
い
て
被
告
人
が
二
度
起
訴
さ
れ
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
l
・
テ
ス
ト
の
欠
点
を
補
う
べ
く
登

(
幻
)

(
8
8目
邑
百
円
可
』
S
E
O吋
)
で
あ
り
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

g 場
」3(し
"g 38て
とラ)く

な る
のの
でが
あ、

る コ
ン
パ
ル
ソ
リ

l
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ

1

(no-ES円巳



コ
ン
パ
ル
ソ
リ

l
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ
!
と
は
、
一
定
の
場
合
に
、
数
値
の
犯
罪
を
併
合
し
て
一
回
の
公
判
で
訴
追
す
る
こ
と
を
訴
追
者
の
義

(
ぬ
)

務
と
す
る
原
別
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
検
察
官
の
訴
追
裁
量
を
政
策
的
に
抑
制
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
は
、
「
一
度
終
局
的
に
判
断
さ
れ
た
事
項
は
後
の
同
じ
訴
訟
当
事
者
聞
に
お
い
て
行
わ
れ
る
後
訴
に
お
い
て
再
度
訴
訟
上

(
紛
)

争
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

(
M
U
)
 

コ
ン
パ
ル
ソ
リ

l
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ

l
は
前
述
し
た
被
告
人
の
行
為
や
意
思
に
着
目
し
て
い
く
基
準
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
通
説
で

(
必
)

あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
か
ら
の
飛
躍
、
決
別
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
審
判
の
対
象
と
な
り
得
る
犯
罪
が
一
回
の
公
判
の
中

で
な
さ
れ
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
、
検
察
官
の
恋
意
的
な
分
割
起
訴
は
で
き
に
く
く
な
る
。
傾
聴
に
値
す
る
解
決
方
法
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は

(
必
)

わ
が
国
の
一
事
不
再
理
の
効
力
の
理
論
に
大
き
く
接
近
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
客
観
的
範

(付
)

(

M

W

)

囲
を
審
判
対
象
か
ら
切
り
離
す
も
の
な
の
で
、
わ
が
国
の
併
合
罪
関
係
に
あ
る
数
罪
に
ま
で
そ
の
保
護
が
及
ぶ
可
能
性
を
ひ
め
て
い
る
。
確

か
に
、
こ
の
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
1
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ
!
は
政
策
論
と
し
て
魅
力
的
で
あ
り
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
1
・
ジ
ョ
イ

(
M凹
)

ン
ダ
ー
に
も
難
点
が
あ
る
。

一
回
の
公
判
の
中
で
審
判
の
対
象
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
犯
罪
は
、
こ
の
原
則
に
よ
る
保
護
の
対
象
に
な
ら
な

U 、。
こ
の
よ
う
に
前
訴
で
審
判
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
再
訴
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・

(
幻
)

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
有
効
に
な
り
得
る
。
こ
の
原
理
は
、
前
訴
に
お
い
て
終
局
的
に
判
断
さ
れ
た
事
項
を
、
同
じ
被
告
人
に
対
す
る
再
訴
に
お

い
て
再
度
立
証
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
か
ら
、
検
察
官
は
再
訴
に
お
い
て
立
証
手
段
を
失
い
、
再
訴
の
維
持
が
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
の
も
と
で
も
、
被
包
含
犯
罪
が
関
わ
っ
て
い
る
場
合
は
再
訴
が
禁
止
さ
れ
る
。
こ
れ
は
立
法
に
よ

(
必
)

る
解
決
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
理
論
的
に
基
礎
付
け
る
た
め
に
は
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
必
要
で
は
な
い
か
。
被
包
含

犯
罪
が
関
わ
る
場
合
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ

1
ガ

i
・
テ
ス
ト
を
厳
格
に
適
用
す
れ
ば
再
訴
は
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
例
外
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
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説

(ω) 

る
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
持
兇
器
強
盗

(
E
M
M
E
8
σ
g
g
は
重
罪
謀
殺

(E。
ミ
ヨ
白
骨
『
)
の
被
包
含
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
重
罪
謀
殺
の
要
素
は
、
被
害
者
が
謀

殺
さ
れ
た
こ
と
と
重
罪
(
持
兇
器
強
盗
)
が
犯
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
持
兇
器
強
盗
に
お
い
て
は
、
被
害
者
が
謀
殺
さ
れ
た
こ
と
は

そ
の
要
素
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
重
罪
謀
殺
は
、
持
兇
器
強
盗
が
そ
の
要
素
と
し
て
証
明
を
要
求
し
て
い
な
い
要
素
(
被
害
者
が
謀
殺
さ

議

の
証
明
を
要
求
し
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
を
厳
格
に
適
用
す
れ
ば
、
両
者
は
別
個
の
犯
罪
で
あ
り
、
再
訴
は

許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
再
訴
が
禁
止
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
前
訴
に
お
い
て
終
局
的
に
判
断
さ
れ
た
事
項
が
再
訴
で

再
び
立
証
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
を
禁
止
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
訴
が
重
罪
謀
殺
で
再
訴
が
持
兇
器
強
盗
の
場
合
は
、
前
訴
で
持

れ
た
こ
と
)

兇
器
強
盗
の
事
実
の
有
無
が
判
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
再
訴
に
お
い
て
こ
れ
を
立
証
す
る
の
を
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
に
よ
っ
て
禁

止
す
る
の
で
あ
る
。
前
訴
が
持
兇
器
強
盗
で
再
訴
が
重
罪
謀
殺
の
場
合
は
、
前
訴
で
持
兇
器
強
盗
の
事
実
の
有
無
が
判
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、

再
訴
に
お
い
て
こ
れ
を
立
証
す
る
の
を
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
禁
止
す
る
結
果
、
重
罪
謀
殺
に
つ
い
て
の
再
訴
は
維
持
で
き
な
く

な
る
の
で
あ
る
。

円

i
，

、

手

口

バハ
J
4
7

ア
メ
リ
カ
で
は
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
客
観
的
範
囲
が
非
常
に
狭
い
た
め
、
被
告
人
が
検
察
官
に
よ
る
恋
意
的
な
分
割
起
訴
に

さ
ら
さ
れ
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
l
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ
!
と
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

が
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
前
者
は
わ
が
国
の
一
事
不
再
理
の
効
力
の
理
論
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
策
論
と
し
て
魅
力
的

で
あ
る
。
た
だ
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
は
、
検
察
官
が
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
被
告
人
を
再
訴
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
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が
、
検
察
官
が
起
訴
の
時
点
で
認
知
で
き
る
す
べ
て
の
犯
罪
を
併
合
し
て
一
回
の
公
判
で
訴
追
す
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
る
。
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
!
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ
ー
を
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
と
の
関
係
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ

の
点
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ
条
項
と
の
関
係
で
論
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
に
着
目
し
、
こ
の
原
理
と
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
ィ
条
項
と
の
関
係
及
、
ぴ
具
体
的
適
用
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 
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再
訴
の
可
否
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問
題
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
事
件
の
判
決
で
示
さ
れ
た
基
準
は
、
再
訴
の
可
否
の
問
題
に
も
適
用
さ
れ
て
き
た
。

(
3
)
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(
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)
ミ
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包
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w
m
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A
H
2
A
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(
9
)
な
お
、
グ
レ
イ
デ
イ
判
決
(
。
ghq
〈
内
。
号
戸
主
凶

C
・m-
凶
g
・
3-(-30))
に
お
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ
!
ガ
l
・
テ
ス
ト
の
上
に
「
同
一

行
為
の
基
準
(
田
町

5
m
g
E
Z
R
s
a
)」
と
い
う
基
準
が
付
け
加
え
ら
れ
、
被
告
人
が
再
訴
か
ら
保
護
さ
れ
る
範
囲
が
広
が
っ
た
か
に
も
思
え
た
が
、
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説論

デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
基
準
は
取
り
払
わ
れ
た

(hRbag-
凶

S
d
-∞
・
由
丹
、
司
宏
)
。
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ニ

l
ル
セ
ン
判
決

(
町
、
む
ミ
町
四
五
巳
お
P

ロ
-c・臼・コ
E
Z
S
)
)
に
お
い
て
、
「
犯
罪
の
本
質
の
基
準
(
町
田
回
目
口
口
白
色
寄
目
。
吟

g
お
お
又
)
」
を
採
用
し
て
、
二
つ
の
犯
罪

が
同
一
の
害
悪
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
通
説
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ニ

l
ル
セ
ン
判
決
で

は
、
被
告
人
は
二
人
の
女
性
と
同
棲
し
て
い
た
。
彼
は
そ
の
う
ち
の
一
人
と
だ
け
法
的
に
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
前
訴
に
お
い
て
、
同

棲
の
罪

(gzg向
位
。
ロ
)
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
、
後
訴
に
お
い
て
は
、
姦
通
罪
(
臨
む
z-gq)
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
た
。
前
者
の
罪
は
、
複
数
の

女
性
と
同
棲
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
は
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
弓
0

0
ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
そ
の
両
方
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
後
者
の
罪

は
、
婚
姻
し
て
い
る
男
性
が
そ
の
妻
で
は
な
い
女
性
と
性
的
関
係

(
m
a
Eご
E
E
S
Rお
)
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
当
時
は
三
年
以
下
の
懲
役
に

処
せ
ら
れ
た
。
被
告
人
は
、
同
棲
の
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
答
弁
を
し
て
三
月
の
懲
役
及
び
一

0

0
ド
ル
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
。
姦
通
罪
の
後

訴
に
お
い
て
、
被
告
人
は
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
抗
弁
を
し
た
。
同
時
怯
の
罪
は
、
複
数
の
女
性
と
同
棲
す
る
こ
と
を
要
素
と
し
て
い
る
。
姦

通
罪
は
、
性
的
関
係
を
も
つ
こ
と
を
要
素
と
し
て
い
る
。
お
互
い
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
要
素
を
要
求
し
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
パ

1
ガ

l
-

テ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
別
の
犯
罪
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
は
、
両
者
が
同
一
の
犯
罪
で
あ
る
と

判
断
し
、
同
棲
の
罪
の
有
罪
判
決
は
姦
通
罪
に
つ
い
て
の
後
訴
を
禁
止
す
る
と
判
断
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
女
性
と
の
性
的
関
係
は
、
前
訴

の
同
棲
の
罪
の
正
式
起
訴
の
根
拠
と
な
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る

3
2
R・
同
門
戸
∞
φ
∞
吋
)
。
姦
通
罪
の
婚
姻
の
要
素
は
、
同
棲
の
罪
の
中
に
含
ま
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
検
察
官
は
、
同
棲
の
罪
は
一
八
八
七
年
一

O
月
一
五
日
か
ら
一
八
八
八
年
五
月
二
二
日
に
起
こ
り
、
姦
通
罪
は
一
八

八
八
年
五
月
一
四
日
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
の
抗
弁
を
崩
そ
う
と
し
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
主
張
を
う

け
い
れ
な
か
っ
た

3
2
紅
白
二
虫

IE)。
前
訴
の
同
棲
の
罪
は
継
続
的
で
あ
り
、
後
訴
の
姦
通
罪
を
包
含
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
述
す
る
ア
ツ
シ
ユ
判
決
で
は
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
が
、
補
足
意
見
に
お
い
て
、
「
同
一
事
件
の
基
準
(
間
同

S
O
S
E
E
-
2
8
a
)」
を

提
唱
し
た
。
単
独
の
事
件
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
犯
罪
を
併
合
す
る
こ
と
を
憲
法
上
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
(
同
町
内
〉
岳
町
〈
・
∞
垣

g
g
p
這斗
C-∞-

sa・主∞
0
8
2
2
0
)
(回
円
相

B
B
L・咽

n
g
g包
括
)
)
。

(
叩
)
田
宮
裕
『
一
事
不
再
理
の
原
則
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
八
年
)
一
九
六
頁
{
以
下
回
宮
・
頁
数
で
表
示
】
及
び
田
口
守
一
『
刑
事
裁
判
の
拘
束

カ
」
(
成
文
堂
・
一
九
八
O
年
)
一
七
九
l
八
O
頁
【
以
下
回
口
・
資
数
で
表
示
】
参
照
。

(日

)M町内
O
B庄
内

gamahrEngr・
5
5
E関
戸
切
な

5
1
Z
2
2
5
E
M
E
s
h定
可
否
認

E
H
5
2
2〉雪
-
r
E〈・
7

N申
l
凶

C

(
3
S
)
デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
で
実
際
に
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
l
・
テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
い
か
に
分
割
起
訴
が
容
易
に
な
る
か
が
理
解
で
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一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

き
る

(
M
a
c
E【
包
∞

g
g
〈
-
u
w
o
p
u
s
c・∞・
2
∞
-
S唱'弓
N(38))
。
こ
の
事
件
を
詳
細
に
論
じ
た
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
中
野
目
善
則

「
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
二
重
の
危
険
禁
止
条
項
に
関
す
る
最
近
の
動
向
|
再
訴
遮
断
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
l
」
『
法
学
新
報
』
一

O
一
二
巻
一

O
号
(
一
九
九
七
年
)
四
九
六
O
頁。

(ロ
)
M
2
〉
官
民
回
目
白
・

9
5
Eロ
咽
塁
内

MHGH2sh寄
与
円

gミ
-hwb宮
内
向
。
¥
与
え
て
き

H
b
h
1
3
2宣
言
~
、
さ
町
内
吾
、

n
s
dへ
〉
百
円

-zzp
ご
説
話

hw

E
-
S
E
3
2ま
C
)
・
Mmm
な

2
3与
。
司
間
F
o
h
E
E
E「
男
。
自

σ耳
切
2
0
g
〉
回
目
的
4
4
0
Z
Z〉
亡
宰

BN小山(戸沼会)・

(
日
)
中
野
目
・
前
掲
註
(
日
)
・
六
一
真
は
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
か
ら
デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
ま
で
の
判
例
の
変
遷
及
、
ぴ
デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
そ
の

も
の
を
詳
細
に
分
析
し
た
上
で
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
で
と
ら
れ
た
よ
う
な
法
理
を
墨
守
す
べ
き
必
然
性
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

(比

)
M走
者
〉

JRZZN-F〉
明
〉
〈
開
持
〉
C
同
豆
美
智
O
コ-
F
d
n
E
5
2
R
「
〉
当
官

-
-
2・
a
g
(
E
a
-
-
@ま)・

(
日
)
ア
ラ
パ
マ
州
の
一
八
三
七
年
の
ス
タ
ン
デ
イ
フ
ァ

l
判
決
(
∞
至
。
〈

-
g
g
e同

m
F
U
宮
2
・
MM凶(〉
g・
5
3
)
)
で
は
、
謀
殺

(SE丘
町
『
)
に
つ
い

て
の
無
罪
判
決
が
、
同
じ
被
害
者
に
対
す
る
謀
殺
の
故
意
を
伴
っ
た
暴
行
(
訟

S
5
2
S
S
E
E町三
e
g
g
s
R
S
E足
立
に
つ
い
て
の
正
式
起

訴
を
禁
止
す
る
と
判
断
さ
れ
た

(
M
R
R
-
a
芯∞
)
0

(
凶
)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
一
八
三
七
年
の
マ
ゴ
ワ
ン
事
件
(
司
g
立
四
〈

-
g・
00垣
gd
コ
巧

gι
・
凶
ま

2
・Jへ
お
当
)
)
で
は
、
窃
盗
(
百
円
四
国
可
)
に
つ

い
て
の
無
罪
判
決
が
、
同
一
の
財
産
に
対
す
る
強
盗

(
8
v
z
q
)
に
つ
い
て
の
正
式
起
訴
を
禁
止
す
る
と
判
断
さ
れ
た

(
h
ミ
ミ
・
包
凶
器

'S)。

(
口
)
柏
町
内
印

5
8
m
-
百
四
百
待
関
島
町
江
田
町
司

-nZEn--。
-
P
R
S芝
草
q
h
R
E
s
h
S
Eリ
。
号
室
え
守
宣
言

ζ
H
S
H同
町
〉
可
室
内
紅
色
ヨ
ミ
『
尚
昆
ゴ
討
x-

回、

.m開
〈
凶
一
凶
一
戸
凶
凶
斗
(
】
唱
唱
∞
)

(
日
)
同
問
問
。

F
E
F
E
F・
4
F口
、
量
的

h
E
E
Z件
F
E己
自
由
高
ま
ら
〉
雪

m
u
g
-
a
a
z
-
Z
M品邑・】沼郡】)・

(日

)
h
E
C
v
E〈
開
侍
印
。
。
ゴ

-h号、
a
E
O
R
E
-
官・戸

(5・
s
g・
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
裁
判
所
に
お
い
て
、
新
し
い
コ
モ
ン
ロ
ー
の
犯
罪
を
定
義
す
る
権

限
が
立
法
機
関
に
移
譲
さ
れ
た
の
は
、
一
八
一
一
一
年
の
ハ
ド
ソ
ン
判
決
(
白
昼
邑
∞

E
g
〈
-
Z
E
8
p
=
d・ω
3
0
8
S
)
M
M
(戸
∞
己
)
)
の
と
き
で

あ
る
。
こ
の
事
件
で
連
邦
最
高
裁
は
、
明
確
な
法
律
規
定
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
連
邦
裁
判
所
は
コ
モ
ン
ロ
ー
の
犯
罪
を
認
知

し
た
り
処
罰
し
て
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
(
同
司
司
ミ
-
g
冨)。

(
却
)
同
時
間
明
口
四
百
伶

PEo--OLεhugSHO
コ
・
ゴ

4
R
-
F
-
m開〈
-
a
a∞・

(
幻
)
新
し
く
規
定
さ
れ
た
財
産
犯
の
問
で
も
区
別
が
明
確
だ
っ
た
の
で
、
一
つ
の
事
件
に
お
い
て
複
数
の
犯
罪
が
犯
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

(
M
2
M
E
E
q
q
h
Sも
な
ヨ

S
$
2
0
5
3『
U
S害
』
S
E
S
n
-
2
5
2
~
害
者
亡
、
四
守
主
ミ
E
r
sミ
C
E
s
s
-
s
-
C
E
S
S町内
m・
8
イ〉

E
C
-
凶
ω
P
Z
N
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説論

p-hp(
】市

uua))0

(n)
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
、
一
つ
の
犯
罪
行
為
か
ら
複
数
の
起
訴
事
実

(nFRmg
が
生
じ
る
こ
と
に
好
意
的
で
な
い

(
h
a
H
E
F
司
自
己

g
g
E
S
-

円

U
S
E
Z話
回
開
印

0
2
2塁
H
Z
R
F
d宅
申

Hcaoq円

va--gM))
。

(
お
)
例
え
ば
、
連
邦
の
法
律
集
(
同
a
o
E
S
ι
開
)
は
一
二

0
0
0
以
上
の
犯
罪
を
規
定
し
て
い
る

(hミ
同
時
国
∞

E
∞
E
p
p
q
ミ
S
Y
Sえ
尽
H
S
F究

』
〈
町
三
、
き
♀
込
町

S
U
A昔時
HEmhJ宅
問
、
ヒ
ヨ
凡
な
'
守
、
忠
弘
町
、
ミ
町
、
凡
さ

Hお
む
と
き
ミ
宣
言

F念
出
〉
有
望
。
担
問

L-
ヨ
タ
遣
。

h
w
P
5
2
3
3
)
。

(μ)
ク
ラ
イ
ン
は
、
連
邦
議
会
が
向
一
の
行
為
に
つ
い
て
複
数
の
犯
罪
規
定
を
制
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
が
「
同
一
の
犯
罪

(
明

3
0
0
F
5
0
)」
の
判
断
に
つ
い
て
形
式
的
な
基
準
し
か
採
用
し
な
い
た
め
、
検
察
官
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
が
保
護
し
て
い
る
価

値
を
骨
抜
き
に
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

3
2
∞
g
g
m
-
E
n
s
-
ロ
ミ
な
河
内
語
、
也
事
吾
、
向
き
九
む
も
与
な
な
告
白
え
予
∞

NH04宅〉
r
m開
〈
・
ぉ
P

M
g
'
E
(右
ま
)
)
。
ま
た
、
リ
ア
は
、
連
邦
法
に
お
い
て
は
、
薬
物
を
一
回
販
売
す
る
だ
け
で
、
ビ
デ
オ
ア
ー
ケ
ー
ド
施
設
の
一

O
O
フ
ィ
ー
ト

以
内
で
薬
物
を
販
売
し
た
こ
と
、
薬
物
取
引
に
関
連
し
て
電
話
を
使
用
し
た
こ
と
、
妊
婦
に
故
意
に
薬
物
を
提
供
し
た
こ
と
に
つ
い
て
訴
追
で

き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

2
2
g
g
z
p叶
-
E
R
9
3
5モ
吉
宮
崎
奇
智
内

R
E
5
宅

S
R
5
2
3
2
3
H
S
S
S
H
E
-吋
ミ
同
ミ

h
E
3・∞
2
・

《

UEZ-F-h枠
内

E
g
E
O
F。
。
吋
色
一
凶
咽
。

M唱
(
3
3
3
0

(
お
)
現
在
で
は
、
検
察
官
は
、
刑
法
に
違
反
す
る
行
為
に
対
し
て
民
事
制
裁
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
か
か
る
民
事
制
裁
は
、
こ
こ
四
0
年
間

で
、
商
取
引
の
規
制
(
吉
田
宮
町
田
国
お

mEZき
ロ
)
や
政
府
に
対
す
る
詐
欺
や
規
制
薬
物
の
不
正
取
引

(
E
B
n
E口
開
)
の
分
野
で
発
展
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
岡
山
口

g
n
E
H口出
E
E雪
国
田
岡
耐
え
0
2
p
m
m
8
5
q
g色開口同
2
8
B
n
E
〉
n
gご
喜
市

Y
E
C
-∞・。・
2
E唱

(

σ

)

(

昌
宏
)
で
は
、
不
正
行
為
を
隠
匿
し
て

い
る
金
融
機
関
に
対
し
て
民
事
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
の

o昌司円白
F
S包
括

O
B胴
〉

Z
ぉ

P
2
g
t
oロ
gm悼
の
。
口
同
c-

〉
口
問
。
ご

3
0・
M-c-∞
・
の
・
宮
∞
】
(
】
遺
品
)
で
は
、
薬
物
の
不
正
取
引
の
収
益
金
と
薬
物
取
引
を
容
易
な
ら
し
め
た
財
産
と
を
没
収
す
る
対
物
的
民
事

制
裁
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
犯
罪
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
刑
事
法
上
再
訴
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
検
察
官
は
、
被
告
人
に

対
し
て
行
政
訴
訟
や
民
事
訴
訟
を
お
こ
し
て
、
金
銭
的
制
裁

(
B
g
g
R可
官

E-Q)
や
財
産
の
没
収

e
s宮
3
宏
司
宣
言
。
)
や
民
事
上
の
拘
禁

(
n
z
-
B
E
5
B
g円
)
や
永
久
解
雇
(
宮

E
S刊
E
S
S
U
E
E
g
g
-
o『
呂
町
口
問
)
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
判
例
に
お
い
て
は
、
一
九
九
七

年
の
ハ
ド
ソ
ン
判
決
が
、
た
と
え
被
告
人
が
、
同
一
の
銀
行
取
引
に
つ
い
て
、
行
政
上
の
金
銭
的
制
裁
や
会
社
か
ら
の
解
雇
に
関
わ
れ
て
い
て

も
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た

2
2
Z
E
8ロ〈
-
C吾
色
∞

E
F
ご∞

M
0・
お
∞
e

芯
回
会
事
吋
)
)
。
向

じ
く
一
九
九
七
年
の
へ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
判
決
は
、
精
神
異
常
者

(
B
S
E
ち
5
5佐
々
)
を
、
以
前
の
犯
罪
と
医
者
に
よ
る
将
来
の
危
険
の
予
測
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説

(
羽
)
ア
マ

i
(〉
B
旦
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
は
、
立
法
機
関
が
一
つ
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
分
割
し
て
犯
罪
に
す
る
か
に
つ
い
て

何
ら
制
限
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る

(hR
〉

E
M
-
-
F
a
〉

B
E
F
b
g守
r
b
q
Eミ
Y
E宅
ミ
ミ
?
同
吉
司
、
F
5
a
ペ〉

E
F
-
M
-
E
S
-

-∞同∞

(
3
3
)
)
。
し
か
し
、
一
九
九
三
年
の
デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
は
、
た
と
え
立
法
機
関
が
異
な
る
犯
罪
で
あ
る
と
考
え
て
い
て
も
、
被
包
含
犯
罪

(
ぽ
訟

q
g
a
E
E
O
Bロ
no)
の
関
係
に
あ
る
犯
罪
の
再
訴
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る

(
M
R
C墨
色
忠
良
町
田
〈

EHOE-
凶
。
唱
白
白
・

2
∞-

sw∞'唱唱(同唱唱同))。

(む
)

M

町
内
向
。
宮
6
p
u。唱C-M-aJ可。品・

(
お
)
一
九
九
二
年
の
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
判
決
は
、
メ
タ
ン
を
製
造
し
よ
う
と
い
う
共
同
謀
議

(
n
S
6
5
n三
と
そ
れ
を
実
際
に
製
造
す
る
行
為
は
別

の
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
し
た

(
M
R
C畏
a
M
E
g
〈
-
E
E
H
-
u
g
c
-∞
・
当
∞
・
凶
∞

p
u当
t
S
2
3
M
)
)
。
ま
た
、
一
九
四
六
年
の
ピ
ン
カ
ー
ト
ン
判
決

は
、
あ
る
犯
罪
そ
の
も
の
と
そ
れ
を
犯
そ
う
と
す
る
共
同
謀
議
と
は
異
な
る
要
素
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
公
衆
に
対
し
て
異
な
る
損
害

を
志
向
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る

(MR
豆
島

2
0ロ〈
-
C
E
B
史
E
S
P
U
N∞
d
・臼・宏
0
・
a
Sム
士
号
怠
)

)

0

(
お
)
一
九
人
五
年
の
ギ
ャ
レ
ッ
ト
判
決
は
、
マ
リ
フ
ァ
ナ
を
販
売
す
る
こ
と
と
、
マ
リ
フ
ァ
ナ
を
販
売
す
る
犯
罪
組
織
を
運
営
す
る
こ
と
は
、
別

佃
の
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
し
た

(2h司ミ向。員白皇門芹円=〈.円
dE】冨=

(川担品

)

M
向ミ句冨胆ミ可苫

mga』伶W
ペ
向
巴

σg82巴高伺
FF.
旬=忠§、可
Bむロ
g。同B町Z-ニ-ア三.」吋豆品出〉易同雪〈.戸.智〈.恒包同己凶邑。ロ戸‘

-5凶出凶

(
お
)
一
九
七
七
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
(
回
8
垣間

Z-
。
E
0・
S
N
C・ω
問
。
-
(
這
ゴ
)
)
で
は
、
軽
い
方
の
犯
罪
で
あ
る
自
動
車
の
一
事
無
断
使
用
(
』
。
ャ

E
S
m
)
は
、
重
い
方
の
犯
罪
で
あ
る
自
動
車
窃
盗
(
陪
E
O
野
町
田
)
の
有
罪
判
決
で
要
求
さ
れ
て
い
る
以
上
の
証
明
が
要
求
さ
れ
な
い
か
ら
、
両

者
は
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
の
上
で
同
一
の
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
自
動
車
の
一
時
無
断
使
用
は
自
動
車
内
切
盗
の
被
包
含
犯
罪
で

あ
る
か
ら
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
は
自
動
車
窃
盗
に
つ
い
て
の
再
訴
を
禁
止
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

同
じ
く
一
九
七
七
年
の
ハ
リ
ス
判
決
官
官
町
〈
・
。
区
間
吉
田
P
S
ω
d・ω・
小
包
公
明
コ
斗
)
)
は
、
持
兇
器
強
盗
(
民

g
a
H
O耳
切
さ
は
重
罪
謀
殺

(EC国
司
自
己
丘
町
円
)
の
被
包
含
犯
罪
で
あ
る
と
し
て
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
が
持
兇
器
強
盗
に
つ
い
て
の
再
訴
を
禁
止
す
る
と
判
断
し
た
。

重
罪
謀
殺
の
有
罪
判
決
は
持
兇
器
強
盗
の
有
罪
判
決
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
九
八

O
年
の
フ
ォ
ー
レ
ン
判
決
(
者

E
-
g
〈-

C
吾
色
白

E
F
主
凶
C
-
∞
・

2
品
(-ao))
で
は
、
重
罪
謀
殺
と
強
姦
が
同
一
の
犯
罪
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
三
年
の
デ
イ
ク
ソ
ン
判

決

(C呂田
a
m
g
g
z
-
E
H
O
E
-
凶
S
C
-∞
S
∞
(
呂
志
)
)
で
は
、
被
告
人
は
、
い
か
な
る
犯
罪
も
犯
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
裁
判
所
の
命
令
に
違

反
し
て
コ
カ
イ
ン
を
販
売
し
た
こ
と
で
、
裁
判
所
侮
辱
罪

(ngs自
主
と
し
て
有
罪
判
決
を
下
さ
れ
た
後
、
そ
の
コ
カ
イ
ン
販
売
に
つ
い
て
再

論

北法51(2・128)502



一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

訴
さ
れ
た
が
、
後
者
は
前
者
の
「
あ
る
種
の
被
包
含
犯
罪
(
由
也

8
2
え
宮
田

q
s
n
-
E
a
O
5
5
m
)」
と
い
う
こ
と
で
、
両
者
は
同
一
の
犯
罪
と

さ
れ
た
。

(
お
)
最
近
で
は
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
1
・
テ
ス
ト
の
不
完
全
さ
や
新
た
な
基
準
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
ト

1
マ
ス
は
、
ブ
ロ
ッ
ク

パ
1
ガ
l
・
テ
ス
ト
は
分
割
起
訴
を
容
易
に
す
る
し
、
立
法
機
関
の
意
図
を
正
確
に
反
映
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
犯
罪
の
同
一
性
を
判
断

す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
お
け
る
非
難
可
能
性

(FEBm君。
S
E
m
g
)
を
考
え
る
方
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
!
・
テ
ス
ト

よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
非
難
可
能
性
を
最
終
的
に
決
定
す
る
の
は
立
法
機
関
で
あ
る
と
い
う

(
h
問
問
。

8
2開
の
・
↓

5
室
長
田
・

0
0
5
E
E
O司
馬
ロ
ペ
ロ
十

M
0
0
2
3
5
)
。
な
お
、
ク
ラ
イ
ン
と
チ
ア
レ
ロ
は
、
現
代
的
問
題
で
あ
る
担
。
。
法
や
の
の
開
法
な
ど
の
重
層
的
な
犯

罪

(
8
5宮
ロ
邑
。
窓
口
8)
と
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
と
の
関
係
を
意
識
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
i
・
テ
ス
ト
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
再
訴
が
禁

止
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、

4
5
E
o
s
-
B民
・
の
基
準
を
提
唱
し
、
再
訴
に
濫
用
的
な
目
的
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
責
任

を
検
察
官
に
負
担
さ
せ
て
い
る

3
2
E
a
z
h
w《

HERm-z-h宮、
S
S
R
-メ
ゴ
司
百
一
×

-F
宮山〈・白円以

S
E
a
-
M巴
0
3
2
3
3
)
。
検
察
官
が
こ
の
責
任

を
果
た
せ
ば
、
再
訴
が
認
め
ら
れ
る
。

(
幻
)
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
l
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ

l
に
関
す
る
法
改
正
作
業
を
説
明
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
高
岡
昭
正
『
刑
事
訴
訟

の
構
造
と
救
済
』
(
成
文
堂
・
一
九
九
四
年
)
三
五
頁
|
四
六
頁
。
ま
た
、
田
口
・
一
人
二

l
九
四
頁
、
田
宮
・
二

O
二
l
O
八
頁
参
照
。
ア
メ

リ
カ
の
文
献
と
し
て
、

Z
R
h吾
、
む
ロ

O
R
E
-
∞
凶
』
の
密
玄
・
』

wnMN-EZ
。Foodへ
g
a
g
a吋品
u。
g
G刊
の
・
司

Htoga
国
咽
一
『
宮
、
さ
訟
を
た
巴
辺
久
，

M宮
町
内
向
己
主
、

g
R
5
3
L『
む
こ
窓

Mb宮
崎
。
事

Z
R
T
M
E
R
E
ミ
ロ
も
z
s
p
ゴ
同

o
t
5
r
m
E
-
凶
MYω
ゴ

'
g
(
s
g
y
Z
3・
M1EUDR守』之内
q
E
S

n
~
a
s
s
a
pミ
ロ
河
内
宮

H
E
5占
守
E
S
R
S
J
P
E
r
同
・
ま
戸
申
告
勺
。

(
3∞。
Y
E
g
g
s
n
o
B
B
o
z
-
2
5
z
E
E吾
司
J
P
E
F
-
-

N
R
N喝
NE遺
亡
ま
と
~
。

20
百円
n
E
S
S
R
-
豆
町
〉
円
士
宮
ゐ

qfzh向。
z
h
o
o
s
t
h向。
E
「
礼
子
出

J
P
E「
同
・
凶
戸
凶
凶
品
目
凶
喧

(
-
E
3・

(
お
)
田
口
・
一
九
四
二
一

O
頁
、
田
宮
・
一
九
七
|
二

O
二
頁
参
照
。

(
ぬ
)
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則

(
E
0・
m
-
n
E忍
-MY
∞
念
)
)
は
、
同
じ
事
件

E
S
S
E
S
)
か
ら
生
じ
た
起
訴
事
実
の
併
合
を
許
し
て
い
る

o
E
R
4・

宏、
g
g
p
凶
3
c
-∞
-sa-
主
∞

'
8
2
3
5
a
B
E
E
P
-
-
n
S
2
3口
問
)
も
参
照
。

(
M
W
)

玄
a
o
a持
J『
R
e
g
z伺
F
h虫
、
さ
口
。
再
開
ニ
・

JX
国〉閉山〈

-F-m出〈
-aM。.，
r
E
M守
口
〉
田
町
四
〈

-m者
2
8
=岨凶喝、司
C-
∞
・
お
Ar
主
凶

(3Jさ)・

(HU)
拘
時
間
百
円
n
E
S
S
R
-
語、

5
5
E
3・
u
∞
Jヘ〉
E
F・』・担問
ZNudそ
色
宮
〈
・
∞

nE8『R
-
S
5
0
~之
氏
吉
宮
内

h
E
H
p
m
E宅
ミ
b
o
s
t
b
b宮
、
今
出

【リ〉「同司・問、.知伺〈・凶唱グ凶宙∞(日
@
J
可())・
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説

(
将
)
田
宮
・
二
O
四
頁
、
田
口
・
一
九
二
頁
。

(
川
町
)
田
宮
・
二
O
九
頁
。

(
叫
)
高
田
・
前
掲
註
(
幻
)
・
四
八
頁
。

(
品
)
田
口
・
一
九
四
頁
註
一
一
一
五
。

(
必
)
な
お
、
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
1
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ
l
の
問
題
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
間
宮
・
二
O
七
頁
と
田
口
・
一
九
二
|
九
三
頁
。

ま
た
、
こ
の
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
i
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ
l
に
類
似
し
た
原
理
と
し
て
、
わ
が
国
に
は
「
検
察
官
の
同
時
訴
追
義
務
」
(
平
野
龍
一
『
刑
事

訴
訟
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
八
年
)
二
八
三
頁
)
が
考
え
ら
れ
る
が
、
能
勢
教
授
は
、
そ
の
理
論
的
な
誤
り
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
能
勢
弘
之

「
憲
法
上
の
一
罪
」
『
人
権
論
の
新
展
開
』
(
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
・
一
九
九
九
年
)
一
一
一
一
一
一
一
了
三
四
頁
参
照
。

(
灯
)
田
口
・
一
八
O
頁
。

(
羽
)
同
右
。

(
刊
)
田
宮
・
一
九
九
頁
。

論

四

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(。。
--aR色
g吉
田
哲
巴
)

こ
れ
ま
で
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
の
客
観
的
範
囲
が
非
常
に
狭
く
解
釈
さ
れ
る
の
で
、
検
察
官
の
恋
意
的
な
分
割
起
訴
が
容
易
に

な
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
の
限
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
登
場
し
た

(
g
g宮

-sq」o
z
a
m円
)
と
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で

の
が
、

コ
ン
パ
ル
ソ
リ

i
・
ジ
ョ
ン
ダ
l

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

i
・
テ
ス
ト
の
限
界
を
超
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
後
者
を
考
察
し
て
い
く
。
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l 

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
沿
革

後
訴
が
異
な
る
訴
訟
原
因

(
B
E
B
O『
尽
き
ロ
)
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
の
、
前
訴
で
の
判
断
の
拘
束
力
(
窓
口
金
持
沙
門
8
)
は
、
今
日
コ
ラ

(no--
即
席
邑
四
回
目
。
毛
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
七
O
年
の
ア
ッ
シ
ユ
判
決
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お

(

l

)

(

2

)

 

り
、
も
と
も
と
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
民
訴
法
の
原
理
で
あ
り
、
も
と
を
辿
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
に
行
き
着
く
。
た
だ
、

テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

当
時
の
原
理
は
、
現
代
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
い
さ
さ
か
性
質
が
異
な
る
「
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド

(
g
g毛色

(
3
)
 

σ
日二
m
n
o邑
ご
と
い
う
原
理
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
更
に
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
を
起
源
と
し
て
い
た
。
中
世
ゲ
ル
マ
ン
法
で
は
、
訴
訟
当
事
者
が

(
4
)
 

主
張
し
た
事
項
や
訴
訟
で
証
明
さ
れ
た
事
項
に
基
づ
く
排
除
的
作
用
(
官

2
z
a。
ロ
)
が
発
展
し
た
。
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
け
る
排
除
的

作
用
は
、
訴
訟
当
事
者
の
陳
述
(
国
E
O
B
g
H
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
判
決
(
』
邑
間
5
2円
)
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
け
る
「
判
決
」
に
は
、
ロ
ー
マ
法
の
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
排
除
的
作
用
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ

(

5

)

(

6

)

 

た
。
訴
訟
当
事
者
が
前
と
矛
盾
す
る
主
張
を
し
よ
う
と
す
る
の
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
新
た
な
手
続
も
新
た
な
判
決
も
許
容
さ
れ
て
い
た
。

訴
訟
が
終
結
す
る
の
は
、
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
と
き
で
は
な
く
、
被
告
が
原
告
の
要
求

(amB自
己
)
を
み
た
し
た
と
き
か
、
原
告
が
こ
れ

(7) 

以
上
の
訴
訟
を
放
棄

(
8
8
5
2
5
2
C
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
放
棄
は
、
将
来
に
お
い
て
あ
ら
た
に
訴
訟
を
蒸
し
返
さ
な
い
こ
と
及
び
新

た
な
主
張
を
し
な
い
こ
と
を
一
方
当
事
者
又
は
両
当
事
者
が
約
束
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
裁
判
官
に
か
か
る
約
束
を
強
制
す
る
権
限
は
な

(8) 

か
っ
た
。
訴
訟
は
訴
訟
当
事
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
訴
訟
当
事
者
は
好
き
な
だ
け
訴
訟
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
の
か
わ
り
訴
訟
当
事
者
は
、
自
ら
が
以
前
に
し
た
主
張
に
拘
束
さ
れ
た
。

ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
同
一
の
事
項
に
つ
い
て
訴
訟
が
蒸
し
返
さ
れ
た
場
合
、
前
訴
の
勝
訴
者
が
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
前
訴
の

(
9
)
 

終
局
判
決
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
は
な
か
っ
た
。
前
訴
の
判
決
自
体
に
は
何
の
排
除
的
作
用
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
訴
に
お
い
て
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説

得
ら
れ
た
証
明
の
結
果
や
、
訴
訟
当
事
者
が
事
実
関
係
や
法
律
関
係
に
つ
い
て
し
た
何
ら
か
の
宣
言
、
訴
訟
当
事
者
が
自
白
し
た
り
放
棄
し

(
叩
)

た
事
項
、
証
人
が
供
述
し
た
事
項
、
訴
訟
当
事
者
が
宣
誓
し
た
事
項
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
こ
そ
が
将
来
の
訴
訟
に
お

い
て
意
義
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

論

か
か
る
ゲ
ル
マ
ン
法
の
原
理
は
、
同
一
の
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
前
訴
の
判
決
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
ロ

i
マ
法
の
レ
ス
・

ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
イ
ギ
リ
ス
法
に
導
入
さ
れ
、
「
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド

(
g
g毛
色

S
8
8
E
)」
と

(

日

)

(

ロ

)

し
て
存
在
し
た
。
こ
の
原
理
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
訴
答
書
面
の
制
度
(
出
苫
同
町
自
民

1
2
a
g
m
)
が
存
在
す
る
ゆ
え
に
円
滑
に
作
用
し
て
い
た
。

こ
の
訴
答
書
面
こ
そ
が
、
前
訴
の
判
決
の
根
拠
と
な
る
事
項
の
い
ず
れ
が
訴
訟
当
事
者
を
拘
束
す
る
の
か
を
証
明
す
る
の
に
最
も
役
立
っ
た

(
日
)

の
で
あ
る
。
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
は
、
捺
印
証
書
に
よ
る
禁
反
言
(
町
田
円
。
唱
。

-
s
a
g
a
)
と
公
示
行
為
に
よ
る
禁
反
言
(
開
中

(
日
)

向
。
苫
巴

S
H
S
U
)
と
同
じ
意
味
の
純
粋
な
禁
反
言
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
当
事
者
自
ら
が
引
き
起
こ
し
た
か
又
は
反
対
当
事
者
と
協

(
日
)

力
し
て
引
き
起
こ
し
た
状
態
か
ら
身
を
引
く
こ
と
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
。
訴
訟
当
事
者
は
反
対
当
事
者
と
の
協
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
行

為
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
の
も
と
で
排
除
的
作
用
の
要
因
と
な
る
の
は
、
前
訴
の
判
決
の
存
在
で

(
同
)

は
な
く
、
判
決
に
至
る
手
続
で
訴
訟
当
事
者
が
し
た
主
張
(
住
持
邑
O
D
)

や
自
白
(
邑

E
5
3
)
で
あ
っ
た
。
も
は
や
そ
の
訴
訟
当
事
者
は

そ
れ
ら
を
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
訴
訟
記
録
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
の
は
前
訴
の
判
決
の
存
在
で
は
な
く
、
訴
訟

(
げ
)

当
事
者
が
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
か
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
の
裁
判
所
に
お
け
る
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
は
、

判
決
に
至
る
以
前
の
訴
訟
当
事
者
の
行
動
が
彼
ら
の
共
同
作
業
の
産
物
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
前
訴
の
判
決
そ
の
も
の
の
存

(
凶
)

在
が
彼
ら
の
共
同
作
業
の
産
物
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
O
六
六
年
の
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
武
力
征
服

(
Z
O
B
S
9
2
5己
)
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

に
ロ

1
マ
法
が
流
入
し
て
い
っ
た
。
少
な
く
と
も
一
一

0
0
年
代
の
初
頭
に
は
、
ロ
ー
マ
法
の
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
が
イ
ギ
リ
ス
に
導

し
か
し
な
が
ら
、
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(
凶
)

入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
訴
の
判
決
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
は
全
く
関
心
を
払
わ
な
い
エ
ス
ト
ッ
ペ

ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
の
土
壌
の
上
に
、
前
訴
の
判
決
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
強
調
し
、
訴
訟
当
事
者
の
意
思
に
反
し
て
ま
で
も
裁
判

所
の
権
限
で
後
訴
を
禁
止
す
る
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
が
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
禁
反
言
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
訴
訟
記
録
(
『
0
8丘
)
に
高
度
の
信
恵
性

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

(
富
島
回

g円

E
q
)
を
与
え
る
ル

l
ル
は
生
き
残
っ
て
い
た
か
ら
、
禁
反
言
が
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
並
ん
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能

(
初
)

だ
っ
た
。
前
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
る
以
前
の
手
続
に
関
す
る
訴
訟
記
録
(
こ
の
中
に
訴
答
書
面
も
含
ま
れ
て
い
る
)
を
重
視
し
て
、
そ
れ
と

矛
盾
す
る
主
張
を
断
固
許
さ
な
い
習
慣
は
続
い
た
の
で
、
排
除
的
作
用
は
前
訴
の
判
決
の
存
在
や
判
断
内
容
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
、
訴
訟

(
幻
)

記
録
か
ら
来
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
排
除
的
作
用
が
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
と
し
て
生
き
続
け
た
の

エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
と
レ
ス
・
ジ
ユ
テ
イ
カ

l
タ
の
区
別
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
両
原
理
の
聞
の
線

引
き
が
明
確
に
な
り
、
両
原
理
の
聞
で
役
割
分
担
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
後
訴
が
実
質
的
に
前
訴
の
繰
り
返
し
で
あ
る

(n) 

こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
(
原
告
と
被
告
の
逆
転
が
あ
る
場
合
も
含
む
)
、
後
訴
を
禁
止
す
る
の
は
前
訴
の
判
決
そ
の
も
の
の
存
在
で
あ
る
。

こ
れ
は
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
ィ
カ

l
タ
の
機
能
で
あ
る
。
一
方
、
後
訴
は
前
訴
の
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な
い
か
ら
禁
止
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、

前
訴
と
後
訴
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
、
後
訴
で
何
ら
か
の
主
張
を
許
容
す
る
こ
と
が
、
前
訴
で
の
主
張
や
白
白
と
の
矛
盾
を
許
容
す

(
お
)

る
こ
と
に
つ
な
が
る
場
合
は
、
訴
訟
記
録
の
中
の
細
目
に
よ
っ
て
か
か
る
主
張
が
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ

・
リ
コ

i
ド
の
機
能
で
あ
る
。
前
訴
の
判
決
の
存
在
は
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
が
適
用
さ
れ
る
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
し
、
ま

(μ) 

た
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
が
前
訴
の
判
決
の
根
拠
と
な
る
事
項
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ

で
あ
る
。

北法51(2・133)507

-
リ
コ
ー
ド
は
前
訴
の
判
決
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、

エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ

l
ド
が
適
用
さ
れ
る
条
件
と
し
て
、
前



説

(
お
)

訴
で
終
局
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
に
内
在
す
る
終
局
性
が
、
前
訴
が
終
局
判
決

(
お
)

に
よ
っ
て
終
結
し
な
い
限
り
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
は
適
用
さ
れ
得
な
い
と
い
う
見
解
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
エ
ス
ト
ッ

(
幻
)

ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
が
有
効
と
な
る
た
め
に
は
、
終
局
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ

イ
・
リ
コ
ー
ド
の
領
域
の
中
で
終
局
判
決
が
果
た
す
唯
一
の
役
割
は
、
前
訴
の
終
局
判
決
前
に
訴
訟
当
事
者
が
行
っ
た
主
張
や
自
白
や
放
棄

(
お
)

を
記
録
し
た
訴
訟
記
録
が
真
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
訴
の
終
局
判
決
そ
の
も
の
の
存
在
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ

論

デ
イ
カ
l
タ
の
も
と
で
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
の
別
物
で
あ
る
。
以
上
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
が
エ
ス
ト
ツ
ペ
ル
・
パ
イ
・

リ
コ
ー
ド
に
与
え
た
影
響
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
前
訴
の
手
続
が
終
局
判
決
に
よ
っ
て
終
結
す
る
こ
と
が
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
の
有
効
性
に
必
要
不
可
欠
の
要

件
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
、
「
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
ジ
ヤ
ツ
ジ
メ
ン
ト

(
2
8宅
己

S
』

E
m
B
B門
)
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

(
お
)

な
っ
た
。
あ
る
排
除
的
作
用
が
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
の
遮
断
効

(σR)
か
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を

意
味
す
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
厳
密
に
は
正
確

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
訴
の
終
局
判
決
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
排
除
的
作
用
が
お
こ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
が
関
わ
っ
て
く
る
場
合
は
、
前
訴
の
終
局
判
決
の
存
在
は
そ

パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
の
問
題
で
は
な
い
し
、

の
直
接
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
用
語
は
流
布
し
て
い
っ
た
。
こ
の
点
に
も
、
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・

リ
コ
ー
ド
が
終
局
判
決
の
効
力
に
発
展
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

方

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
も
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
も
そ
も
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
!
タ
は
、

後
訴
を
許
容
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
、
言
わ
ば
オ
l
ル
・
オ
ア
・
ノ
ッ
シ
ン
グ
の
問
題
で
あ
る
。
訴
訟
原
因
が
前
訴
と
後
訴
で
異
な
れ
ば
、

後
訴
が
許
容
さ
れ
、
後
訴
で
の
訴
訟
当
事
者
の
活
動
は
何
ら
制
眼
を
受
け
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
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レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
効
力
の
及
、
は
な
い
と
こ
ろ
を
補
充
す
る
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
当
事
者
が
後
訴

に
お
い
て
前
訴
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
訴
に
お
け
る
立
証
活
動
を
制
限
す
る
役
割
を
担
っ
た
の
で

v
a
+」

阜

、

ー
あ
る
。レ

ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
!
タ
と
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
は
、
お
互
い
に
併
存
す
る
こ
と
で
、
終
局
判
決
の
終
局
性
を
維
持
す
る

意
味
で
お
互
い
に
至
ら
な
い
点
を
補
充
し
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

2 

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
発
展

l
禁
反
言
か
ら
終
局
判
決
の
効
力
へ
!

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

(
こ
オ
ウ
ト
ラ
ム
判
決
(
。

E
5
4・
Z
3
4
5
O
P
E
N開
ロ
加

-mm司・
$
0
2
8
3
)

前
述
の
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
純
粋
な
禁
反
言
と
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
を
明
確
に
区
別
し
た
の
は
、

(
ぬ
)

人
O
三
年
の
古
典
的
な
判
決
で
あ
る
オ
ウ
ト
ラ
ム
判
決
で
あ
る
。
エ
レ
ン
ボ
ロ
!
裁
判
官
が
両
者
の
区
別
を
明
確
に
し
た
。

【
事
実
の
概
要
】
こ
れ
は
、
被
告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
と
そ
の
夫
の

H
.
c
.
モ
ア
ウ
ッ
ド
に
対
す
る
不
法
侵
害
訴
訟

(
R
g官

主

で

あ
る
。
被
告
ら
は
、
ダ
ー
ビ
ー
郡
ア
ル
フ
レ
ト
ン
村
に
あ
る
、
原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
の
カ
ウ
ク
ロ
ー
ス
と
呼
ば
れ
る
一
区
画
の
土
地
の
下
に
あ

る
炭
坑
に
不
法
目
的
侵
入
し
て
、
石
炭
を
採
掘
し
て
搬
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

被
告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
ら
は
、
こ
の
訴
え
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
弁
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
ゾ
ウ
チ
は
、
ア
ル
フ
レ
ト
ン
村
の
荘
園

ロ
ウ
パ
ー
ら
が
、
こ
の
荘
園
及
、
び
土
地
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
ゾ
ウ
チ
を
被

(SBa)
及
び
種
々
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

北法51(2・135)509



説

告
と
し
た
訴
訟
に
起
こ
し
、
そ
れ
ら
の
荘
園
及
、
び
土
地
が
ロ
ウ
パ
ー
ら
の
所
有
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
ニ
コ
ラ
ス
・
ゾ
ウ
チ
と

J
.
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
、

ロ
ウ
パ
ー
ら
を
被
告
と
し
て
、
当
該
荘
園
及
び
土
地
に
つ
い
て
訴
訟
を
起
こ
し
、
そ
れ
ら
の
不
動
産
に
つ
い
て
財
産

号6.
R冊

回
復

(
8
8
5
q
)
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
財
産
回
復
の
際
に
、
当
該
荘
園
及
、
ぴ
土
地
に
あ
る
石
炭
及
び
鉄
鉱
石
を
採
掘
及
び
搬
出
で
き
る

の
は
、
ジ
ョ
ン
・
ゾ
ウ
チ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ジ
ョ
ン
・
ゾ
ウ
チ
は
死
亡
し
、
そ
の
息
子
が
、
当
該
荘
園
及
び
土
地
を

所
有
し
た
。
そ
の
息
子
は
、
適
正
な
時
間
型
捺
印
証
書

(
s
a
g
Z
B
)
に
よ
っ
て
、
当
該
荘
園
及
び
土
地
に
あ
る
す
べ
て
の
石
炭
や
鉱
山
及
、
び

鉱
脈
を
、
ト
i
マ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
ら
に
譲
渡
し
た
。
被
告
ら
は
、
前
述
の
確
認
判
決
の
中
で
言
及
さ
れ
た
鉱
山
や
鉱
脈
が
、
当
該
歯
型
捺

印
証
書
が
作
ら
れ
た
時
点
で
、
こ
の
証
書
で
言
及
さ
れ
て
い
る
鉱
山
や
鉱
脈
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
被
告
ら
は
、
こ
の
鉱

山
や
鉱
脈
が
ト
l
マ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
か
ら
更
に
譲
渡
さ
れ
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
の
所
有
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
ジ
ョ
l

ジ
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
は
、

一
七
八
八
年
六
月
二
二
日
、
適
正
な
遺
言
に
よ
っ
て
、
当
該
鉱
山
と
鉱
脈
を
、
そ
の
妻
で
被
告
で
あ
る
エ
レ
ン
・
モ

ア
ウ
ッ
ド
に
遺
贈
し
た
。
そ
の
後
、

一
七
九
一
年
一
月
一
目
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
は
死
亡
し
て
、
被
告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
が
当

該
鉱
山
と
鉱
脈
を
所
有
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、

モ
ア
ウ
ッ
ド
と
再

一
七
九
三
年
二
月
一

O
日
、
被
告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
は

H
.
c
.

婚
し
て
、
二
人
で
こ
れ
ら
の
鉱
山
と
鉱
脈
を
所
有
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
ら
は
、
石
炭
を
採
掘
及
び
搬
出
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
の
第
二
訴
答
(
『
品
目
白
色

g)
は
、
被
告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
ら
は
、
最
初
の
訴
答
に
お
い
て
、
前
述
の
確
認
判
決

で
言
及
さ
れ
た
当
該
鉱
山
と
鉱
脈
が
、
歯
型
捺
印
証
書
が
作
ら
れ
た
時
点
で
、
そ
の
証
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
鉱
山
と
鉱
脈
の
一
部
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
、
つ
も
り
だ
っ
た
。
原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
は
、
以
前
、

エ
レ
ン

モ
ア
ウ
ッ
ド
(
当
時
は
未
亡
人
)

の
み
に
対
し
て
不
法
侵
害
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
た
が
、
こ
の
前
訴
の
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の

前
訴
で
も
原
告
で
あ
っ
た
オ
ウ
ト
ラ
ム
は
、
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
が
一
七
九
二
年
五
月
五
日
ダ
ー
ビ
ー
群
ア
ル
フ
レ
ト
ン
村
の
カ
ウ
ク
ロ
ー

ス
と
呼
ば
れ
る
自
分
の
土
地
に
あ
る
鉱
山
や
鉱
脈
に
不
法
目
的
侵
入
し
て
、
石
炭
を
採
掘
及
び
搬
出
し
た
と
主
張
し
た
。
被
告
エ
レ
ン
・
モ

北法51(2・136)510 



ア
ウ
ッ
ド
は
、
こ
の
原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
の
主
張
に
対
し
て
、
原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
は
こ
の
訴
訟
を
維
持
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
理

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

由
は
、
前
述
の
ジ
ョ
ン
・
ゾ
ウ
チ
が
ア
ル
フ
レ
ト
ン
村
の
当
該
荘
園
及
び
種
々
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
被

告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
は
、
こ
の
前
訴
で
の
答
弁
に
お
い
て
、
本
件
と
同
じ
前
述
の
歯
型
捺
印
証
書
を
持
ち
出
し
て
、
本
件
の
答
弁
と
全

く
同
じ
主
張
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
確
認
判
決
で
言
及
さ
れ
た
鉱
山
と
鉱
脈
が
、
当
該
歯
型
捺
印
証
書
が
作
ら
れ
た
時
点
で
、
そ
の

証
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
鉱
山
と
鉱
脈
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
の
答
弁
と
全
く
同
じ
理
由
を
持
ち
出
し
て
、

自
分
が
当
該
鉱
山
と
鉱
脈
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
答
弁
に
対
し
て
、
原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
は
、
前
訴
が
禁
止
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
原
告
は
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ウ
チ
が
前
述
の
確
認
判
決
で
言
及
さ
れ
た
土
地
も
鉱
山
も
鉱
脈
も
所
有
し
て
い
な
い
と

主
張
し
た
。
そ
し
て
、
原
告
は
、
被
告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
が
当
該
鉱
山
と
鉱
脈
に
不
法
目
的
侵
入
し
て
、
石
炭
を
採
掘
及
び
搬
出
し
た

と
い
う
本
件
と
全
く
同
じ
主
張
を
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
、
巡
回
裁
判
所
の
陪
審
は
、
前
述
の
確
認
判
決
で
言
及
さ
れ
て
い
る
鉱

山
と
鉱
脈
は
、
当
該
歯
型
捺
印
証
書
が
作
ら
れ
た
時
点
で
、
そ
の
証
書
が
述
べ
て
い
る
鉱
山
と
鉱
脈
の
一
部
で
は
な
か
っ
た
と
認
定
し
た
。

そ
し
て
、
原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
の
損
害
賠
償
額
を
算
定
し
た
。
こ
れ
が
、
前
訴
の
状
況
で
あ
る
。

原
告
オ
ウ
ト
ラ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
前
訴
の
状
況
を
も
と
虻
し
て
、
本
件
の
原
告
第
二
訴
答
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
「
原
告
と
被

告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
は
、
本
件
に
お
い
て
も
前
訴
に
お
い
て
も
、
同
一
の
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
。
前
訴
の
訴
訟
記
録
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
鉱
山
と
鉱
脈
は
、
本
件
の
訴
答
書
面
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
鉱
山
と
鉱
脈
と
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
が
、
前
訴
の
訴
訟
記
録
に
反

す
る
主
張
、
す
な
わ
ち
、
前
述
の
確
認
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
鉱
山
と
鉱
脈
が
、
歯
型
捺
印
証
書
が
作
ら
れ
た
時
点
で
、
そ
の
証
書
で
述
べ
ら

北法51(2・137)511 

れ
て
い
る
鉱
山
と
鉱
脈
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
」
と
。

本
件
で
は
、
こ
れ
ら
の
訴
答
書
面
の
や
り
取
り
を
経
て
、

エ
レ
ン
ボ
ロ

l
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
。



説

【
判
旨
】
原
告
勝
訴
。
「
問
題
は
、
被
告
ら
が
、
前
訴
で
の
認
定
に
反
す
る
主
張
、
す
な
わ
ち
問
題
の
鉱
山
が
歯
型
捺
印
証
書
に
よ
っ
て
取

引
さ
れ
た
鉱
山
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
が
、
前
訴
で
の
評
決
及
び
判
決
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
か
か
る

認
定
の
作
用
や
効
果
は
、
い
や
し
く
も
遮
断
効

(σR)
と
し
て
作
用
す
る
な
ら
ば
、

吾品
良冊

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(
白
星
)

な
い
。
も
し
も
、
妻
[
被
告
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
]
が
、

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
し
て
、
か
か
る
認
定
に
拘
束
さ
れ
、
か
か
る
認
定
に
反
す
る

主
張
を
す
る
こ
と
禁
止
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
夫
[
被
告
H
・
C
-
モ
ア
ウ
ッ
ド
]
も
利
害
関
係
人
(
宝

4)
と
し
て
同
様
に
拘
束
さ
れ

(
出
)

る
0

・
:
問
題
は
、
妻
自
身
が
そ
の
認
定
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
」

「
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
生
じ
る
の
は
、
給
付
判
決

(
8
g
s
q
)
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
給
付
判
決
が
依
っ
て
立
つ
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
っ
て

主
張
さ
れ
た
事
項
(
自
白

5
2出
品

a
s宮
司
虫
色
で
あ
る
。
不
法
侵
害
訴
訟
で
の
給
付
判
決
そ
れ
自
体
の
存
在
は
、
同
一
の
権
利
侵
害
に

対
す
る
損
害
賠
償
請
求
へ
の
遮
断
効

2
R
)
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
、
訴
訟
当
事
者
や
利
害
関
係
人
が
、
・
:
以
前
明

確
に
争
点

(
5
5
)
に
し
て
自
ら
の
不
利
益
に
判
断
さ
れ
た
法
律
問
題
や
事
実
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
こ
と

(
幻
)

(noロ

g
e呂
田
。
巳

5
8
5
3
。
E305)
を
禁
止
す
る
。
」

「
判
決
と
い
う
も
の
は
そ
の
訴
訟
の
産
物
で
あ
っ
て
、
主
張
さ
れ
て
い
る
特
定
の
権
利
の
性
質
と
申
立
て
ら
れ
て
い
る
権
利
侵
害
に
従
っ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
権
利
の
存
在
と
そ
の
権
利
の
侵
害
と
そ
れ
に
応
じ
た
賠
償
を
決
定
す
る
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
不
法
侵
害
訴
訟
に

お
い
て
は
、
占
有
の
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
は
、
訴
状
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
判
決
は
、
損
害
賠
償
を
受
け
る

原
告
の
権
利
を
確
認
し
、
そ
れ
を
現
実
に
受
け
る
手
段
を
原
告
に
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
土
地
に
関
し
て
の
、
判
決
に
よ
っ
て
表
明
さ

(
お
)

れ
た
以
外
の
占
有
権
官
官
ユ
2
ロ回
Z
o
S
2
8
E
g
g
-
-
-
に
つ
い
て
は
、
何
ら
終
局
的
で
は
な
い
よ

「
原
告
が
引
用
し
て
い
る
判
例
の
中
で
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
や
利
害
関
係
人
の
間
で
一
度
争
わ
れ
た
争
点
に
関
し
て
宣
告
さ
れ
た
評
決

の
終
局
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
・
な
い
。
・
:
妻
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
の
み
が
訴
訟
当
事
者
で
あ
っ
た
前
訴
の
不
法
侵
害
訴
訟
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に
お
い
て
、
同
一
の
争
点
に
つ
い
て
評
決
及
、
び
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
の
被
告
で
あ
る
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
夫
婦
が
、
問
題

の
鉱
山
が
ジ
ョ
ン
・
ゾ
ウ
チ
の
息
子
に
よ
っ
て
売
ら
れ
た
鉱
山
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
は
、
前
訴
の
評
決
及
び
判
決
に
よ
っ

(
弘
)

て
禁
止
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
財
産
回
復
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
原
告
勝
訴
。
」

一事不再理の効力と況判力(拘束力)について (2) 

エ
レ
ン
ボ
ロ

l
裁
判
官
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
し
て
の
給
付
判
決
の
効
力
と
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
(
刊
回
5
3
n
-
)
と
を

明
確
に
区
別
し
た
。
し
か
し
、
同
裁
判
官
が
言
う
「
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
」
は
、
従
来
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
か
ら
か
け
離
れ
て

い
る
。
確
か
に
同
裁
判
官
は
、
「
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
生
じ
る
の
は
訴
訟
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
訴
訟
当
事
者
の
主
張
が
直
接
そ
の
訴
訟
当
事
者
を
拘
束
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
バ
イ
・
リ
コ
ー

ド
で
な
ら
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
件
で
は
、
「
前
訴
の
評
決
及
び
判
決
」
が
、
エ
レ
ン
・
モ
ア
ウ
ッ
ド
夫
婦
が
前
訴
と
矛
盾
す
る

主
張
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
の
判
断
が
介
在
し
て
訴
訟
当
事
者
を
拘
束
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す

る
べ
き
で
あ
る
。
同
裁
判
官
は
「
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
意
味
か
ら
飛
躍
し
て
終
局
判
決
の
効

(
お
)

力
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
始
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
の
矛
盾
判
断
禁
止
を
念
頭
に
入
れ
始
め
た
と
考
え
る
。
そ
の

反
射
と
し
て
、
訴
訟
当
事
者
も
、
前
訴
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
断
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

裁
判
所
の
判
断
に
頼
る
傾
向
は
、
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
の
適
用
を
円
滑
な
ら
し
め
て
い
た
訴
答
書
面
の
制
度
の
重
要
性
が
失

(
お
)

わ
れ
る
こ
と
で
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
。
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
は
、
訴
答
書
面
の
制
度
に
依
存
し
て
い
た
の
で
、
訴
答
書
面
を

(
幻
)

使
用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
前
訴
の
判
決
の
根
拠
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
効
力
が
、

前
訴
に
お
け
る
請
求
の
み
に
つ
い
て
の
判
断
を
超
え
て
、
多
少
な
り
と
も
前
訴
の
判
決
の
根
拠
に
ま
で
広
が
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
訴
答

書
面
の
制
度
の
重
要
性
が
失
わ
れ
て
い
く
中
で
、
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
は
前
訴
の
判
決
の
根
拠
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
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説

り
、
終
局
判
決
の
効
力
と
し
て
の
性
質
を
強
め
て
い
っ
た
。

さ"、
両岡

aA官
F
h
d
 

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
が
終
局
判
決
の
効
力
に
発
展
す
る
こ
と
は
、
判
決
が
下
さ
れ
る
以
前
の
訴
訟
当
事
者
の
訴
訟
活
動
に
凶

柔
軟
性
を
与
え
る
こ
と
な
っ
た
。
今
日
で
は
、
訴
訟
当
事
者
は
、
訴
因

(
8
5同
)
が
単
独
で
あ
る
か
複
数
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
山

(

想

的

つ
の
請
求
又
は
一
つ
の
抗
弁
に
つ
い
て
複
数
の
陳
述
す
お
お
g
g
c
を
択
一
的
に
又
は
仮
定
的
に
行
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
は
、
批

そ
れ
ら
が
一
貫
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
複
数
の
請
求
又
は
複
数
の
抗
弁
を
行
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
訴
訟
当
事
者
が

(
お
)

そ
の
請
求
や
抗
弁
に
一
貫
性
を
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
場
合
、
彼
ら
は
正
義
を
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
訴
訟
当
事
者
の
立
場
に
一
貫
性
が
要
求
さ
れ
な
く
と
も
、
判
決
の
一
貫
性
は
保
た
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ

(ω) 

カ
l
タ
は
、
前
訴
の
判
決
の
終
局
性
だ
け
で
な
く
一
貫
性

(g言
語
口
♀
)
を
も
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
訴
訟
当
事
者
は
、
判
決
の
一

貫
性
が
要
求
さ
れ
る
反
射
と
し
て
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

( 

一一) 

ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
判
決

(
O
O
B耳
目
巴
〈

-n。
g々
。

Z
R唱
室
戸
∞
・
出
回
(
冨
試
)
)

前
述
の
通
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
バ
イ
・
リ
コ
ー
ド

(
g
S
3
m
-
S
B
g
a
)
は
、
終
局
判
決
の
有
無
に
関
係
な
く
訴
訟
当

事
者
の
み
を
そ
の
自
ら
行
っ
た
行
為
や
主
張
に
拘
束
す
る
と
い
う
従
来
の
純
粋
な
禁
反
言
で
は
な
く
、
終
局
判
決
の
効
力
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
と
、
な
お
の
こ
と
強
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
前
訴
の
終
局
判
決
の
排
除
的
作
用
を
「
エ
ス
ト
ッ

(

引

)

(

必

)

(由回目。
3
0
3
」

と

呼

ぶ

習

慣

が

定

着

し

て

い

っ

た

。

一

八

七

六

年

の

ク

ロ

ム

ウ

エ

ル

判

決

で

フ

ィ

ー

ル

ド

裁

判

官

ベ
lレ

一
九
四
二
年
に
は
、

が
確
立
し
た
区
別
が
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
も
採
用
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
法
以
来
続
い
て
き
た
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
は
「
コ
ラ

(
幻
)

(
8
-
E
R丘
町
田
向
。
毛
色
)
」
と
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
が
、
こ
れ
が
刑
訴
法
に
導
入
さ
れ
る

テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル



と
更
に
憲
法
上
の
地
位
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

【
事
実
の
概
要
】

券
に
は
、

ア
イ
オ
ワ
州
ザ
ツ
ク
郡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一

0
0
0
ド
ル
の
四
枚
の
債
券
を
発
行
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
債

一
八
六
O
年、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
六
八
年
、

J¥ 

一
0
0
ド
ル
の
利
札
が
つ
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
四
枚
の
債
券
は
、

六
九
年
、

一
八
七
一
年
に
、
所
持
者
に
支
払
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、

一挙不再理の効力と既判力(拘束力)について (2)

一
年
に
一

O
%
の
利
息
付
で
あ
っ
た
。

本
件
の
原
告
は
当
該
債
券
所
持
者
の
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
で
あ
り
、
被
告
は
ザ
ツ
ク
郡
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
以
前
、
ス
ミ
ス
と
い
う
者
が
、

同
債
券
の
満
期
に
達
し
て
い
る
利
札
に
つ
い
て
、
ザ
ツ
ク
郡
に
訴
え
を
起
こ
し
た
が
、
郡
の
勝
訴
に
終
わ
っ
て
い
た
[
前
訴
〕
。
そ
こ
で
、

本
件
被
告
の
ザ
ッ
ク
郡
は
、
前
訴
の
判
決
の
効
果
で
あ
る
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
(
白
血
03a)
に
基
き
、
本
件
の
訴
え
が
前
訴
の
勝
訴
判
決
に
よ
っ

一
八
七
O
年、

て
禁
止
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
の
原
告
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
、
前
訴
の
時
点
で
も
こ
の
利
札
の
所
持
者
で
あ
り
、
前
訴
が
ク

ロ
ム
ウ
エ
ル
の
利
益
の
み
の
た
め
に
追
行
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
前
訴
の
郡
の
勝
訴
判
決
が
、
後
訴
で
あ
る

本
件
の
訴
訟
追
行
に
対
し
て
も
つ
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
効
果
で
あ
る
。

【
判
旨
】
破
棄
差
戻
し
。
①
「
[
前
訴
の
]
判
決
の
作
用
を
検
討
す
る
際
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
前
訴
と
同
一
の
請
求

に
基
づ
く
後
訴
に
対
し
て
遮
断
効

(σR)
又
は
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(gS30-)
と
し
て
働
く
前
訴
判
決
の
効
果
と
、
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間

で
前
訴
と
異
な
る
請
求
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
後
訴
に
お
い
て
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
し
て
働
く
前
訴
判
決
の
効
果
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
前

者
の
場
合
、
一
度
判
決
が
実
体
的
事
項
(
自
包
互
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
な
ら
ば
、
同
一
の
請
求
に
基
づ
く
後
訴
は
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
前
訴
の
請
求
が
終
局
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
訴
の
請
求
を
根
拠
付
け
た
り
反
証
す
る
た
め
に
実
際
に
争
わ
れ
た
事
項

だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
目
的
で
争
い
得
た
か
も
し
れ
な
い
事
項
に
つ
い
て
も
、
訴
訟
当
事
者
及
、
び
利
害
関
係
人
を
拘
束
す
る
。
例
え
ば
、

北法51(2・141)515 



説

約
束
手
形
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
終
局
判
決
は
、
そ
の
約
束
手
形
の
有
効
性
と
支
払
わ
れ
る
金
額
に
つ
い
て
終
局
的
で
あ
る
。
た
と
え
、
後
に

や
支
払
い
が
な
か
っ
た
と
い
う
抗
弁
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
で
あ

な
っ
て
、
実
は
偽
造
が
あ
っ
た
と
か
、
実
は
約
因

(
n
o
ロ
田
区
一
角
邑
O
ロ)

論

る
。
こ
の
よ
う
な
抗
弁
が
前
訴
に
お
い
て
申
立
て
ら
れ
ず
、
し
か
も
証
拠
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
か
か
る
抗
弁
を
後
に
な
っ

て
し
で
も
無
効
で
あ
る
。
前
訴
の
終
局
判
決
は
、
将
来
の
訴
訟
手
続
き
に
関
す
る
限
り
、
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
な
抗
弁
な
ど
存
在
し
な
か
っ

た
か
の
ご
と
く
終
局
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
訴
の
終
局
判
決
は
、
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
提
出
さ
れ
た
財
産
回
復
や
抗
弁
の
す
べ
て
の

根
拠
だ
け
で
な
く
、
提
出
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
す
べ
て
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、

請
求
は
、

エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
:
・
。
か
か
る

い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間
で
訴
訟
上
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間
に
お
け
る
後
訴
が
異
な
る
請
求
に
基
づ
い
て
い
る
な
ら
ば
、
前
訴
の
終
局
判
決
は
、
実
際
に
争
点
と
し

て
争
わ
れ
実
際
に
認
定
や
評
決
が
下
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
し
て
作
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
訴
訟
原
因

(
0
2
8
0内
包
き
ロ
)
に
つ
い
て
言
渡
さ
れ
た
前
訴
判
決
の
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
効
果
を
、
前
訴
と
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て

争
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
適
用
し
た
い
場
合
は
、
前
訴
に
お
い
て
そ
の
争
点
が
実
際
に
訴
訟
上
争
わ
れ
て
判
断
さ
れ
た

(
R
E色
q
E
G
a
a

一
度
終
局
判
決
が
下
さ
れ
た
以
上
、

自
向
田
号

8
2
5
a
)
か
に
つ
い
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
訴
に
お
い
て
訴
訟
上
争
わ
れ
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
も

(
M
)
 

し
れ
な
い
事
項
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

②
「
ス
ミ
ス
が
原
告
で
あ
っ
た
前
訴
で
の
認
定
に
よ
る
と
、
ザ
ッ
ク
郡
は
裁
判
所
建
設
の
た
め
に
債
券
一
万
ド
ル
を
発
行
す
る
権
限
を
住
民

投
票
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
債
券
は
郡
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
こ
の
裁
判
官
が
裁
判
所
建
設
の
た
め
の
契

約
を
か
わ
し
た
メ
サ
リ
!
と
い
う
人
物
に
送
付
さ
れ
た
こ
と
、
メ
サ
リ
ー
は
こ
れ
ら
の
債
券
を
受
け
取
る
と
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
枚
を
郡
の

裁
判
官
に
贈
与
し
た
こ
と
、
メ
サ
リ
ー
が
裁
判
所
を
実
際
に
は
建
設
し
な
か
っ
た
こ
と
、
裁
判
所
の
建
設
そ
の
も
の
も
実
際
に
は
な
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
原
告
ス
ミ
ス
が
、
そ
の
満
期
前
に
、
当
該
債
券
に
付
い
て
い
る
こ
五
枚
の
利
札
の
所
持
者
に
な
っ
た
こ
と
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も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
告
ス
ミ
ス
が
そ
の
利
札
の
た
め
の
支
払
い
を
し
た
と
い
う
認
定
は
な
か
っ
た
。
下
級
審
は
、
こ
れ
ら
の
認

定
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
債
券
が
ザ
ツ
ク
郡
に
対
し
て
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
誤
審
令
状
(
者
岳
。

2
5『
)
に
基

づ
き
、
こ
の
事
件
を
審
査
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
前
述
の
よ
う
に
認
定
さ
れ
た
事
実
が
、
当
該
債
券
発
行
が
詐
欺
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
違

法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
十
分
な
証
拠
で
あ
り
、
所
持
者
は
そ
の
利
札
の
た
め
の
支
払
い
を
し
た
こ
と
の
証
明
を
要
求
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
だ
と
判
断
し
た
。
所
持
者
で
あ
る
原
告
ス
ミ
ス
は
そ
の
証
明
を
怠
っ
た
の
で
、
原
審
は
維
持
さ
れ
た
。
[
こ
れ
が
前
訴
の
状
況
で
あ
る
。
]

前
訴
の
下
級
審
の
訴
訟
記
録
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
事
項
が
前
訴
に
お
い
て
判
断
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
満
期
前

に
入
手
し
た
わ
け
で
も
な
く
支
払
い
も
し
て
い
な
い
訴
訟
当
事
者
[
ス
ミ
ス
]

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

の
債
券
は
、
ザ
ッ
ク
郡
に
対
し
て
無
効
で
あ
る
こ
と
、
債
券

の
た
め
の
支
払
い
を
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
な
い
原
告
[
ス
ミ
ス
]
は
、
そ
の
利
札
の
支
払
を
受
け
る
資
格
が
な
い
こ
と
、
契
約
人
で
あ

る
メ
サ
リ
ー
へ
の
債
券
の
発
行
及
び
送
付
が
詐
欺
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
債
券
の
効
力
は
そ
れ
に
付
随
す
る

利
札
の
効
力
に
も
影
響
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ザ
ッ
ク
郡
に
対
す
る
債
券
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
前
訴
の
認
定
及
び
そ
の
判
決
は
、
本
件
で
の

原
告
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
こ
れ
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る

債
券
は
、
譲
渡
可
能
な
証
券
で
あ
り
、
そ
の
発
行
は
郡
の
投
票
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
お
り
、
文
面
上
は
、
発
行
の
規
定
に
従
っ
て
い
る

旨
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
善
意
有
償
所
持
人
(
ぎ
言
、
母

Z
E
R
)
が
満
期
前
に
支
払
い
の
上
入
手
し
た
場
合
は
、
そ
の
債
券
は
郡
に
対

し
て
有
効
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
で
重
ね
て
判
断
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
告
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
、
満

期
前
に
、
債
券
と
利
札
を
受
け
取
っ
て
支
払
を
し
て
い
る
旨
を
証
明
す
る
場
合
は
、
か
か
る
事
実
の
証
明
を
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

前
訴
に
お
い
て
、
原
告
ス
ミ
ス
が
そ
の
よ
う
な
証
明
を
怠
っ
た
と
い
う
認
定
が
な
さ
れ
る
際
に
、
原
告
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
本
件
で
か
か
る
証

明
を
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
特
に
判
断
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
訴
訟
当
事
者
[
ス
ミ
ス
]
が
、
自
分
が
一
つ
の
債
券
又

(里町旦ロ
m
s
e
o
n
O
D
g
q
)
こ
と
を
禁
止
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

北法51(2・143)517

は
利
札
の
た
め
の
支
払
い
を
し
た
こ
と
を
証
明
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
[
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
]
が
他
の
債
券
又
は
利
札
へ
の
支
払
い



説

を
し
な
か
っ
た
と
い
う
決
定
的
な
証
拠
に
は
な
り
え
な
い
。
推
定
の
根
拠
を
与
え
る
証
拠
に
さ
え
な
り
え
な
い
。
原
告
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
が
提

(
江
川
)

出
し
よ
う
と
し
た
証
拠
を
排
除
し
た
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
原
審
は
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
再
審
理
が
必
要
で
あ
る
。
」

【
コ
メ
ン
ト
】
①
の
箇
所
で
は
「
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル

(
目

203n-)
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
が
、
完
全
に
終
局
判
決
の
効
力
と
し
て

北法51(2・144)518

論

の
性
質
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
従
来
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ

l
ド

(
2
8
3
n
E
ヨ2
0
E
)
の
面
影
は
な
い
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ

カ
1
タ
が
、
前
訴
の
同
一
の
訴
訟
原
因
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
前
訴
の
判
決
の
根
拠
に
も
及
、
ひ
得
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁

lま

エ
ス
ト
ツ
ベ
ル
と
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
と
の
区
別
を
、
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
原
因
が
同
一
で
あ
る
か
否
か
に
依
存
さ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
述
の
通
り
、

一
九
四
二
年
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
こ
の
区
別
が
採
用
さ
れ
、
前
者
が
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

と
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
も
「
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(
2
8毛
色
)
」
と
い
う
言
葉
を
使
つ
て
は
い
る
が
、
従
来

(
必
)

の
純
粋
な
禁
反
言
と
し
て
の
意
味
合
い
を
も
た
な
い
終
局
判
決
の
効
力
で
あ
る
。
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
い
う
言
葉
、
が
使
わ
れ
る
の
は
、
昔
の
名

残
で
あ
る
。
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
も
、
「
事
実
問
題
が
訴
答
書
面
(
立

g
e口
開
田
)
に
よ
っ
て
争
点
に
加
え
ら
れ
、
そ
の
争
点
が
陪
審
に
提

出
さ
れ
、
そ
れ
が
判
断
を
下
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
事
実
問
題
は
実
際
に
訴
訟
土
争
わ
れ
た

(
R
Z色々

E
明
白
青
色
)
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

(
U
)
 

そ
の
判
決
は
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て
終
局
的
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
コ
ラ
テ
ラ

ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
は
終
局
判
決
の
効
力
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
終
局
判
決
と
し
て
の
効
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
本
判
決
の
次
の
箇
所
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で

長
C
ヲ
hv

。

る
か
も
し
れ
な
しミ

そ
の
様つ
ムの

な穿
考官

官与
異"(
介府

五産
請回
求仮
にや
基革
てコ 7T 
J の
別根
訴拠
で を
は提
存出
在す
しる
得際
なに
いは
か、

も実
し体
れ的
な事
い項
。の

例他
えに
ばも
、様

訴々
訟な
の考
対慮
象を
とす

「
訴
訟
当
事
者
は
、



な
っ
て
い
る
金
額
や
財
産
価
値
が
少
額
で
あ
る
と
か
、
必
要
な
証
拠
が
入
手
し
に
く
い
と
か
、
訴
訟
費
用
の
こ
と
と
か
、
そ
の
当
時
の
訴
訟

当
事
者
自
身
の
状
況
な
ど
の
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
慮
を
し
て
行
動
し
た
訴
訟
当
事
者
は
、
別
訴
に
お
い
て
、
同
一
の
取
引
を
原
因
と

(
必
)

し
た
別
個
の
請
求
の
有
効
性
を
争
う
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
よ

従
来
の
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド

(
2
8
3
n
-
S
同
町

g丘
)
・
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
自
白
に
つ
い
て
も
訴
訟
当
事
者
を

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

拘
束
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
か
か
る
自
白
の
拘
束
力
を
否
定
し
、
訴
訟
当
事
者
が
柔
軟
な
訴
訟
追
行
を
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
た
の
で
あ
る
。
前
訴
の
終
局
判
決
を
通
し
た
実
際
の
判
断
が
存
在
し
な
い
限
り
、
訴
訟
当
事
者
は
拘
束
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

②
の
部
分
で
本
件
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
判
決
は
、
自
ら
確
立
し
た
基
準
に
し
た
が
っ
て
具
体
的
な
当
て
翫
め
を
し
て
い
る
。
前
訴
に
お
い
て
実

(
釦
口

g
色々

E
m恒一円邑
g仏
仏

0
8
2
E
a
)
か
に
つ
い
て
審
査
し
て
い
る
。
本
判
決
は
前
訴

際
に
ど
の
争
点
が
訴
訟
上
争
わ
れ
て
判
断
さ
れ
た

の
訴
訟
記
録
を
審
査
し
た
上
、
前
訴
の
争
点
が
、
当
該
債
券
の
有
効
性
及
び
ス
ミ
ス
の
支
払
い
の
有
無
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。
ク
ロ
ム
ウ
エ

ル
は
、
当
該
債
券
が
無
効
で
あ
る
こ
と
と
ス
ミ
ス
が
支
払
い
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
こ
と
は
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス

ト
ッ
ベ
ル
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
。

3
.
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
及
ぶ
範
囲

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
は
終
局
判
決
の
効
力
で
あ
り
、
訴
訟
当
事
者
の
訴
訟
活
動
に
柔
軟
性
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
終
局
判
決
が
訴
訟
当
事
者
の
予
期
し
て
い
な
い
事
項
に
ま
で
拘
束
力
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
生
じ

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
及
ぶ
範
囲
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
前
述
の
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
判
決
で
連
邦
最
高
裁
が
い
わ

前
述
の
よ
う
に
、

る
。
そ
こ
で
、

ん
と
す
る
こ
と
は
、

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
争
点
が
訴
訟
当
事
者
に
よ
っ
て
実
際
に
争
わ
れ
、
裁

北法51(2・145)519



論

(ω) 

判
所
に
よ
っ
て
実
際
に
必
然
的
に
判
断
を
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
訴
で
実
際
に
争
わ
れ
て
判
断
を
下
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
事
項
を
後
訴
で
持
ち
出
し
て
抗
弁
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

A
は
、
約
束
手
形
に
お
い
て
満
期
に
な
っ
て
い

る
利
息
の
支
払
を
求
め
て

B
に
訴
え
を
起
こ
し
た
。

A
は
、
そ
の
約
束
手
形
は

B
に
よ
っ
て
振
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

A
に
支
払
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

B
は
、
当
該
約
束
手
形
を
振
り
出
し
た
こ
と
を
否
定
し
た
。
こ
の
争
点
に
つ
い
て
口
頭
弁
論
が
聞
か
れ
た
後
、

A
に
有
利
な
評
決
が
あ
り
、

A
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

A
は
、
当
該
利
息
の
う
ち
の
第
二
の
分
割
払
い
の
部
分
に
つ
い
て

B

に
訴
え
を
起
こ
し
て
き
た
。

B
は
、
自
分
が
当
該
手
形
を
振
り
出
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
訴
の

A
勝
訴
の
判
決
の
た

め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

B
は
、
詐
欺
や
未
成
年

(
S
F
R叫
)
な
ど
の
実
際
に
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
他
の
抗
弁
を
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら

北法51(2・146)520

説

れ
な
い
。

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
利
益
を
、
つ
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
適
用
を
可
能
に
す
る
条
件
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ

(ω) 

ば
な
ら
な
い
。
排
除
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
争
点
が
、
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
訴

の
終
局
判
決
が
そ
の
よ
う
な
争
点
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
不
明
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
原
理
は
適
用
さ
れ
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
実
際
に
訴
訟
上
争
わ
れ
て
判
断
を
受
け
た
争
点
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
底
に
は
、
訴
訟
当
事
者
の
意
思
を

尊
重
し
て
不
意
打
ち
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
起
源
は
、
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
・
バ
イ
・
リ
コ
ー

ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
純
粋
な
禁
反
言
で
あ
り
、
「
前
の
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
当
事
者
が
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
状
態
を
創
り
出

し
た
以
上
、
法
は
そ
の
訴
訟
当
事
者
た
ち
が
そ
の
状
態
か
ら
身
を
引
く
こ
と
を
容
認
し
な
い
」
と
い
う
本
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
訴
訟
当
事
者
が
自
ら
意
図
し
て
創
り
出
し
た
状
態
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
全
く
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
ま

で
拘
束
さ
れ
る
の
は
、
禁
反
言
の
予
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
禁
反
言
は
訴
訟
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
が
、
一
度
そ
の
意
思
に
よ
っ
て

何
ら
か
の
状
態
が
創
り
出
さ
れ
れ
ば
、
訴
訟
当
事
者
は
自
ら
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
意
図
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て



ま
で
拘
束
す
る
の
は
、
彼
ら
の
意
思
を
軽
視
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
禁
反
言
で
あ
る
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
が
終
局
判
決
の

効
力
と
し
て
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
に
発
展
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
思
想
は
生
き
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
を
、
訴
訟
上
争
わ
れ
て
実
際
に
判
断
さ
れ
た
事
項
に
限
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
当
事
者
が
意
図
し
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
ま
で
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
従
来
の
禁
反
言
の
理
念
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一事不再浬の効力と既判力(拘束力)について (2) 

(
日
)

一
八
七
九
年
の
ジ
ャ
コ
ブ
ソ
ン
判
決
で
の
コ

l
リ
i
判
事
の
見
解
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
同
判
事
は
、
賃
料
支
払
請

求
に
お
い
て
、
被
告
が
そ
の
先
決
事
項
と
し
て
の
賃
借
権
の
成
立
を
あ
え
て
争
わ
ず
に
請
求
が
認
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
先
決
事
項
に

つ
い
て
拘
束
力
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
判
示
し
た
。
被
告
が
こ
の
点
を
争
わ
な
い
の
は
、
当
面
の
訴
訟
を
目
的
と
す
る
限
度
に
お
い
て
こ

れ
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
先
決
事
項
に
つ
い
て
こ
れ
を
争
わ
な
け
れ
ば
以
後
異
な
る
請
求
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て

も
こ
れ
を
主
張
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
当
事
者
は
当
面
の
請
求
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
防
御
方
法
を
尽
く
す
よ
う

」
の
見
解
は
、

強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
九
四
年
の
ワ
ッ
ツ
判
決
の
ノ
ウ
ル
ト
ン
判
事
の
見
解
も
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
些
細
な
請
求
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
た

者
が
、
:
・
判
決
が
す
べ
て
の
重
要
な
事
実

(gaE曲目

pa)
に
つ
い
て
自
分
の
不
利
益
に
確
定
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
費
用
の
か
さ
む
訴
訟

に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
は
、
苛
酷
か
つ
不
当
な
法
別
で
あ
る
。
:
・
原
告
は
訴
状
に
お
い
て
申
し
立
て
た
事
項
以
上
の
も
の
を

与
え
ら
れ
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
被
告
が
抗
弁
や
争
点
を
提
起
し
て
、
将
来
の
紛
争
の
た
め
に
予
め
先
決
事
項
を
解
決
で
き

(
臼
)

る
よ
う
に
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
要
す
る
に
、
訴
訟
当
事
者
が
攻
撃
防
御
方
法
を
尽
く

し
て
争
う
か
ど
う
か
は
、
当
面
の
請
求
と
の
関
連
で
訴
訟
当
事
者
が
決
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
争
点
に
つ
い
て
訴
訟
上
争
う
こ
と

(
臼
)

を
強
制
し
て
一
律
に
拘
束
力
を
認
め
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、

北法51(2・147)521



説

(
臼
)

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
前
訴
で
ど
の
争
点
が
判
断
さ
れ
た
の
か
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
出
て
く
る
。
特
に
、
前
訴
で
複
数
の
争

点
が
存
在
し
、
し
か
も
理
由
を
付
さ
な
い
一
般
評
決
(
伺

g
R乱
高
昼
己
)
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
前
訴
の
訴
訟
記
録
を
見
た
と
し
て
も
、
そ

の
終
局
判
決
が
ど
の
争
点
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
あ
る
争
点
が
前
訴
の
終
局
判
決
に
よ
っ

て
終
局
的
に
判
断
さ
れ
た
と
考
え
る
一
方
の
訴
訟
当
事
者
が
、
そ
の
争
点
が
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
判
断
を
下
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
責

任
を
負
う
。
こ
の
証
明
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
、
他
の
資
料
か
ら
の
証
拠

(
2
E
g
B
忌
吉
弘
司
)
を
使
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
証
明
責
任
が

(
日
)

果
た
さ
れ
な
い
場
合
は
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
働
か
な
い
。

論

一
九
五
四
年
の
パ

l
ト
マ

1
・コ

l
ポ
レ

l
シ
ヨ
ン
判
決
は
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
、
前
訴
で
解
決
さ
れ
た
争
点
が
前
訴
の

(

白

山

)

(

閉

山

)

主
要
事
実

(
Z
E
g
a
m
p
g
で
な
け
れ
ば
適
用
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
単
な
る
間
接
事
実

(mi母
E
E可
p
g
の
判
断
に
は
適
用

で
き
な
い
。
た
と
え
争
点
と
な
っ
た
事
実
の
判
断
が
間
接
事
実
の
判
断
に
依
存
し
て
い
て
も
で
あ
る
。
例
え
ば
、

B
に
訴
え
を
起
こ
し
た
と
す
る
。

B
は
そ
の
よ
う
な
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
を
否
定
し
た
。
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、

A
は
契
約
違
反
を
理
由
に

B
が
一
一
一
月
一
六
日

A
は、

に
シ
カ
ゴ
で
契
約
に
署
名
し
た
と
証
言
し
た
。

一
方
、
証
人

C
は
、
三
月
一
六
日
に

B
と
ロ
ン
ド
ン
で
会
っ
た
と
証
言
し
た
。
結
局
、

B
に

有
利
な
評
決
が
下
さ
れ
て
、

B
勝
訴
の
終
局
判
決
が
下
さ
れ
た
(
前
訴
)
。
そ
の
後
、

A
は

B
に
対
し
て
全
く
別
の
訴
え
を
起
こ
し
て
、

B

が
三
月
一
六
日
に
シ
カ
ゴ
で
自
分
に
暴
行
を
加
え
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
場
合
、

A
は、

B
が
三
月
一
六
日
に
シ
カ
ゴ
に
い
た
こ
と
を
証
明

す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、

B
が
シ
カ
ゴ
に
い
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
間
接
事
実
で
あ
り
、
主
要
事
実
と
な
る
の
は
、

B

が
契
約
に
著
名
し
た
か
否
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
関
)

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
判
断
さ
れ
た
事
項
が
終
局
判
決
に
必
要
不
可
欠
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

陪
審
や
裁
判
所
が
事
実
認
定
を
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
認
定
が
終
局
判
決
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
事
実
認
定
は
、

同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て
終
局
的
に
は
な
ら
な
い
。
被
告
が
二
つ
の
抗
弁
を
提
出
し
た
が
、
そ

中ま
h
~

、
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い
ず
れ
か
の
抗
弁
に
つ
い
て
被
告
に
有
利
な
判
断
が
な

さ
れ
た
場
合
、
も
う
一
つ
の
抗
弁
に
つ
い
て
の
原
告
に
有
利
な
認
定
は
終
局
判
決
に
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

A
は
、
約
束
手
形

の
利
息
(
元
本
は
満
期
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
)
の
支
払
い
を
求
め
て
、

B
に
訴
え
を
起
こ
し
た
と
す
る
。

B
は、

A
の
詐
欺
に
よ
っ
て
当

該
約
束
手
形
が
振
り
出
さ
れ
た
こ
と
と
、

A
は
自
分
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
利
息
を
放
棄
し
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
、
「
A
は
当
該

の
う
ち
の
一
つ
だ
け
で
十
分
に
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
で
、

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(2) 

利
息
の
支
払
い
を
受
け
る
権
利
を
放
棄
し
た
の
で
あ
っ
て
、

A
の
詐
欺
に
よ
っ
て

B
が
当
該
約
束
手
形
を
振
り
出
し
た
の
で
は
な
い
」
と
認

定
し
て
、

B
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
(
前
訴
)
。
そ
の
後
、
当
該
約
束
手
形
の
元
本
の
満
期
が
来
た
の
で
、

A
は
そ
の
元
本
の
支
払
い
を
求

め
て

B
に
訴
え
を
起
こ
し
た
(
後
訴
)
。
こ
の
場
合
、

B
は
、
自
分
が
A
の
詐
欺
に
よ
っ
て
当
該
約
束
手
形
を
振
り
出
し
た
と
い
う
抗
弁
を

す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
訴
の

B
の
勝
訴
判
決
は

A
の
権
利
放
棄
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

A
の
詐
欺
に
関
す

る
認
定
は
、
前
訴
の
判
決
に
は
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
印
)

法
律
問
題
の
判
断
は
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て
終
局
的
と
は
な
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

例
え
ば
、

A
と
B
の
双
方
が
自
動
車
を
運
転
中
に
お
互
い
に
衝
突
し
て
、

A
は、

B
が
過
失
に
よ
っ
て
自
分
に
傷
害
を
与
え
た
と
し
て
、

B

に
訴
え
を
起
こ
し
た
と
す
る
。
裁
判
所
は
、
そ
も
そ
も

B
は
無
免
許
運
転
者
な
の
だ
か
ら
、
法
律
上
は
、

A
の
寄
与
過
失

(
n
S
E
g
s
q

目
。
開

E
加

g
n
o
)

の
抗
弁
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
(
前
訴
)
。
そ
の
後
、
同
じ
A
と
B
が
別
個
の
衝
突
事
故
を
起
こ
し
、
ど
ち
ら

か
一
方
が
訴
え
が
起
こ
し
た
と
す
る
(
後
訴
)
。
同
じ
法
律
問
題
、
す
な
わ
ち
無
免
許
運
転
者
が
被
害
者
の
寄
与
過
失
の
抗
弁
を
で
き
る
の

(ω) 

か
と
い
う
問
題
が
後
訴
に
お
い
て
も
生
じ
た
が
、
前
訴
の
終
局
判
決
は
こ
の
法
律
問
題
に
つ
い
て
終
局
的
で
は
な
い
。

北法51(2・149)523

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
前
訴
に
お
い
て
ど
の
争
点
が
実
際
に
争
わ
れ
て
判
断
を
下

さ
れ
た
の
か
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
刑
訴
法
に
導
入
さ
れ
て
か
ら
も
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ

以
上
の
よ
う
に
、

て
い
る
が
、
そ
の
適
用
範
囲
は
被
告
人
保
護
の
見
地
か
ら
緩
和
さ
れ
て
い
く
。



説

4 

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
刑
訴
法
へ
の
導
入

号ゐ.
，jJ周

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
刑
訴
法
に
も
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
具
体
的
な
刑
事
手
続
で
は
、
公
判
前
で
あ
る
な
ら
ば
、
偏
見
防

(

川

町

)

(

臼

)

止
申
立
(
ヨ
患
。
ロ
ぎ
な
さ
.
苫
同
)
や
証
拠
排
除
の
申
立
一
(
虫
色
2
8
8宅
お
回
目
)
に
お
い
て
、
公
判
中
で
あ
れ
ば
、
異
議
申
立
て

(0εREロ)

に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
。

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
検
察
官
は
立
証
手
段
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
訴
訟
の
追
行
が

困
難
に
な
っ
て
い
く
。

(
一
)
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ
マ

l
判
決
(
己
墨
色

ω
s
g
〈
・
。
唱
。
ロ

}Esq-
ぼ
M
C
・ω-g(呂
志
)
)

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
刑
訴
法
へ
の
適
用
可
能
性
は
早
い
時
期
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
原
則
が
刑
事
事
件
で
も
適
用
さ

(
臼
)

一
九
一
六
年
の
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ
マ

l
判
決
で
あ
る
。

れ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
最
初
の
連
邦
最
高
裁
判
決
は
、

【
事
実
の
概
要
}

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
本
件
の
被
告
人
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ

i
ら
は
共
同
謀
議

(gP65a)
に
つ
い
て
正
式
起
訴
さ
れ
た
。
被
告
人
ら
は
破
産
の
際
に
破
産
管
財
人
か
ら
資
産
を
隠
匿
し
よ
う
と
通
謀
し
た
の
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
以
前
に
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
正
式
起
訴
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
正
式
起
訴
は
時
効

2
5
5
Eロ
)
の
た
め
棄
却
さ
れ
た
と
主

張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
の
連
邦
地
裁
は
被
告
人
の
正
式
起
訴
却
下
の
申
立

(
g
s
s
e宮
gv)
を
認
め
、
被
告
人
を
釈
放
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
は
誤
審
令
状
(
当
吾
丘
四
日
肖
)
を
求
め
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
原
審
を
維
持
し
た
。

検
察
官
は
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
何
人
も
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
生
命
又
は
身
体
の
危
険
に
再
度
お
か
れ
な
い
と
い
う
合
衆
国
憲
法
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第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
の
み
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、

(ω
山
)

被
告
人
が
そ
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
陪
審
の
面
前
で
危
険
に
お
か
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
再
訴
を
禁
止
で
き
な
い
と
も
主
張
し
た
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

【
判
旨
】
原
審
維
持
。
「
時
効
に
基
づ
く
放
免

(
R
S
E
E
)
が
、
無
実
で
あ
る
と
い
う
塑
由
に
基
づ
く
判
決
と
異
な
り
、
再
訴
に
対
す
る

保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
か
か
る
判
決
が
、
陪
審
の
評
決
の
後
に
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
と
陪
審
が
構
成
さ
れ
る

(
白
山
)

以
前
に
検
察
官
の
同
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
と
で
効
果
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
」

「
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
は
民
事
法
の
基
本
原
理
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
面

否
認
訴
答

(
m
g
o
E
Z
8
0
)
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
判
決
は
終
局
的
で
あ
る
が
、
:
・
法
律
に
基
づ
く
個
別
的
抗
弁
(
回
目
U
R
E
立
g
広
田
E
E
O
)

に
基
づ
い
て
判
決
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
被
告
人
が
再
訴
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
妨
訴
抗
弁
主

2
5
5『
)
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

(
白
山
)

た
実
体
的
事
項
に
関
す
る
判
決
が
、
再
訴
に
対
す
る
遮
断
効
吉
田
同
)
と
な
る
こ
と
に
疑
い
な
い

0

・:」

「
以
前
に
無
効
な
正
式
起
訴
が
却
下
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
後
の
有
効
な
正
式
起
訴
に
基
づ
く
訴
追
が
禁
止
さ
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
・
:
時
効
の
抗
弁
(
担
問
】
5
0叫
円
吉
田
E
5
0
0
2
5
5
5
5
)
は
、
実
体
的
事
項

(
B
E
Z
)
に
関
す
る
抗
弁
で
あ
る
。
.

前
訴
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
争
点
が
提
起
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
争
点
に
基
づ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
た
以
上
、
後
訴
に
お
い
て
、

そ
の
争
点
を
再
度
蒸
し
返
す
(
円

g宮
口
)
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
て
、
刑
事
法
の
経
験
豊
富
な
裁
判
官
が
、
『
犯
罪
事
実
が
、
有
効
な
裁

判
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
決
を
下
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
判
決
は
、
無
罪
判
決
で
あ
ろ
う
が
有
罪
判
決
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
判
断

さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
終
局
的
で
あ
り
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
再
訴
に
対
す
る
遮
断
効

(σ
旬
)
と
な
る
。
・
:
こ
の
点
、
刑
事
法
は
、

(
灯
)

民
事
手
続
で
普
及
し
て
い
る
法
原
理
と
一
致
し
て
い
る
。
』
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
我
々
も
こ
れ
を
本
件
に
適
用
す
る
I:
」

「
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
は
、
民
事
法
の
根
本
的
法
原
理
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
に

北法51(2・151)525 



説

(
印
叩
)

よ
っ
て
、
無
罪
に
さ
れ
た
被
告
人
の
再
訴
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

北法51(2・152)526

告i注

目岡

【
コ
メ
ン
ト
}
連
邦
最
高
裁
は
、
「
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
」
や
「
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
」
と
い
う
用
語
を
直
接
用
い
て
は
い

な
い
。
本
件
で
は
、
被
告
人
が
危
険
に
お
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
は
適
用
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
刑

訴
法
に
お
け
る
遮
断
効
が
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
以
外
に
存
在
し
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
本
件
の
再
訴
は
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
、
時
効
が
完
成
し
て
い
る
以
上
、
再
訴
を
許
す
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
最
高
裁
は
、
再
訴
を
禁
止
し
て
被
告
人
を
救
済

す
る
た
め
に
、
時
効
の
抗
弁
を
実
体
的
事
項
に
関
す
る
抗
弁
と
考
え
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
遮
断
効
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
本
判(ω) 

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
や
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
連
邦
の
刑
事
手
続
に
定
着
し
て
い
く
素
地
を
つ
く
っ
た
と
い
え
よ
う
。

決
は
、こ

こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
本
判
決
が
、
「
そ
の
争
点
を
再
度
蒸
し
返
す

(
8
9宮
口
)
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

民
事
事
件
で
あ
る
前
述
の
オ
ウ
ト
ラ
ム
判
決
で
は
、
「
こ
れ
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る

(
g
a
g
eお
s
p
m
gロ
E
q
。
ご

va
苦
言
)
こ
と

を
禁
止
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
同
じ
く
民
事
事
件
で
あ
る
前
述
の
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
事
件
判
決
で
も
、
「
こ
れ
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
、
刑
訴
法
に
導
入
さ
れ
る
際

(
里
町
豆
諸
円
。
四
回

Mmg毎
回
司
)
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

に
微
妙
な
変
化
を
し
て
い
る
。

合
乙
シ

l
ル
フ
ォ
ン
判
決

(ω
町
長
。
ロ
〈
-
Cロ宮内山

ω
E
2・凶凶
M
d・ω・
凶
司
令
室
∞
)
)

(
拘
)

一
九
四
八
年
の
シ

i
ル
フ
ォ
ン
判
決
は
、
前
述
の
オ
ツ
ペ
ン
ハ
イ
マ

l
判
決
よ
り
後
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
に
関
す
る
重
要
判

例
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
の
問
題
は
、
被
告
人
が
連
邦
政
府
を
欺
同
す
る
共
同
謀
議
会
自
宅

En可
)
に
つ
い
て
無
罪
判
決
を
受
け



た
後
に
、
こ
の
共
同
謀
議
の
目
的
と
な
る
犯
罪
行
為
(
連
邦
政
府
を
実
際
に
欺
同
す
る
行
為
)
に
つ
い
て
の
再
訴
が
禁
止
さ
れ
る
か
否
か
で

あ
る
。【

事
実
の
概
要
】
前
訴
に
お
い
て
は
、
被
告
人
シ
l
ル
フ
ォ
ン
と
グ
リ
ー
ン
パ
l
グ
が
、

一
定
の
砂
糖
が
免
税
代
理
屈

(mgg宮
高

g
ミ
)

に
販
売
さ
れ
た
と
い
う
旨
の
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
ォ
イ
ス
を
供
給
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
を
歎
同
す
る
こ
と
を
共
同
謀
議

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
式
起
訴
さ
れ
た
。
後
訴
に
お
い
て
は
、
被
告
人
シ
l
ル
フ
ォ
ン
と
グ
リ
ー
ン
パ

i
グ
が
、
実
際
に
そ
の
虚
偽
の
イ
ン

ヴ
ォ
イ
ス
を
真
正
の
物
と
し
て
提
出
及
、
び
行
使
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
式
起
訴
さ
れ
た
。

前
訴
の
共
同
謀
議
の
訴
追
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
一
不
さ
れ
た
。
グ
リ
ー
ン
パ
1
グ
は
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ
を
製
造
し
、
ブ
ロ
ウ
カ
l

の
ド
ク
タ
ー
ズ
に
そ
れ
を
売
る
よ
う
に
働
き
か
け
た
。
ド
ク
タ
ー
ズ
は
、
セ
ロ
・
シ
ロ
ッ
プ
・
コ
ー
ポ
レ
l
シ
ヨ
ン
で
却
売
業
を
営
む
シ
ー

ル
フ
ォ
ン
に
、
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ
の
販
売
の
交
渉
を
も
ち
か
け
た
。
そ
の
後
、
グ
リ
ー
ン
パ
!
グ
は
、
シ
l
ル
フ
ォ
ン
が
卸
売
を
し
て
い

る
場
所
を
示
す
リ
ス
ト
を
同
人
か
ら
入
手
す
る
よ
う
に
ド
ク
タ
ー
ズ
に
依
頼
し
た
。
そ
し
て
、
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
は
、
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ

の
す
べ
て
の
販
売
が
免
税
代
理
庖
で
な
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
よ
り
多
く
の
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ
を
シ
l
ル
フ
ォ
ン
に
販
売
で
き
る
旨
を
、
ド

ク
タ
ー
ズ
を
通
し
て
シ
l
ル
フ
ォ
ン
に
伝
え
た
。
し
ば
ら
く
し
て
後
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
、
「
現
在
は
、
我
々
の
シ
ロ
ッ
プ
の
い
く
ら
か
は
、

プ
ル
ッ
ク
リ
ン
・
ネ
イ
ピ

l
・
ヤ
ー
ド
で
売
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
手
紙
を
グ
リ
ー
ン
パ
1
グ
に
送
っ
た
。
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
、
ブ
ル
ッ
ク

リ
ン
・
ネ
イ
ピ

l
・
ヤ
ー
ド
に
自
販
機
を
も
っ
販
売
会
社
に
自
分
の
シ
ロ
ッ
プ
の
い
く
ら
か
を
販
売
し
た
が
、
そ
れ
は
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ

で
は
な
か
っ
た
。
お
よ
そ
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ
の
販
売
は
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
・
ネ
イ
ピ

l
・
ヤ
ー
ド
で
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
グ
リ
ー
ン
パ

i
グ
は
、
同
所
で
シ
1
ル
フ
ォ
ン
に
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ
の
販
売
が
な
さ
れ
旨
の
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
オ
イ
ス
を
供
給
委

員
会
に
提
出
し
た
。
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
の
手
紙
は
供
給
委
員
会
に
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
は
、
こ
れ
ら
の
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
ォ
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説

イ
ス
に
基
づ
い
て
、
「
グ
リ
ー
ン
パ
1
グ
が
二
二

O
O
万
ポ
ン
ド
の
砂
糖
の
う
ち
一

0
0
0
万
ポ
ン
ド
を
バ
ニ
ラ
・
シ
ロ
ッ
プ
の
形
で
シ
l

ル
フ
ォ
ン
に
販
売
し
、
シ
l
ル
フ
ォ
ン
は
、
免
税
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ビ
ス
ケ
ッ
ト
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
そ
れ
ら
の
ほ
と

論

ん
ど
を
販
売
し
た
」
旨
の
取
替
証
明
書
(
『
4
E
8
5
2
2
O
E
m
s
g
)
を
受
け
取
っ
た
。
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
グ
リ
ー
ン
パ

i
グ
に
小
切
手
で

支
払
い
を
し
た
。

前
訴
の
陪
審
は
シ
l
ル
フ
ォ
ン
に
無
罪
評
決
を
下
し
た
。

一
方
、
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
は
有
罪
の
答
弁
を
し
て
い
た
。
な
お
、
前
訴
で
は
、

バ
ロ
ン
・
コ

l
ポ
レ
l
シ
ヨ
ン
も
正
式
起
訴
さ
れ
て
い
た
が
、
不
抗
争
の
抗
弁
(
き
~
。
門
SHSamミ
)
を
し
て
い
た
。

後
訴
に
お
い
て
、
シ
l
ル
フ
ォ
ン
と
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
は
、
前
訴
で
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
ォ
イ
ス
を
真
正
の
物
と
し

て
行
使
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
式
起
訴
さ
れ
た
。
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
は
有
罪
の
答
弁
を
し
た
。
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
、
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
が
こ

の
行
使
罪
を
犯
す
の
を
脅
助
し
た
こ
と
に
つ
い
て
審
理
さ
れ
た
。
後
訴
の
公
判
に
お
い
て
は
、
こ
の
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
オ
イ
ス
と
、
シ
ー
ル
フ
ォ

ン
が
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
に
宛
て
た
手
紙
と
、
そ
の
他
前
訴
と
本
質
的
に
同
じ
証
言
と
が
、
再
度
シ
l
ル
フ
ォ
ン
に
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
提

出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
反
対
尋
問
に
お
い
て
は
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
・
ネ
イ
ピ
l
・
ヤ
ー
ド
で
販
売
さ
れ
た
シ
ロ
ッ

プ
に
含
ま
れ
て
い
る
砂
糖
の
取
替
証
明
書
の
発
行
を
供
給
委
員
会
に
求
め
た
が
、
発
行
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
も
証
言
し
た
が
、
そ
の
証
言
は
、
シ
l
ル
フ
ォ
ン
が
そ
の
手
紙
に
よ
っ
て
欺
聞
を
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
に
教
唆
し
た
こ

と
と
、
シ
i
ル
フ
ォ
ン
が
、
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
ォ
イ
ス
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
申
ク
リ
ー
ン
パ

l
グ
の
意
図
を
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
と
を
結
論
づ

グ
リ
ー
ン
パ
1
グ
は
、
シ
l
ル
フ
ォ
ン
が
、
本
件
の
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
ォ
イ
ス
に
よ
る
取

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
更
に
、

替
証
明
書
に
書
か
れ
て
い
る
砂
糖
す
べ
て
に
つ
い
て
一
ポ
ン
ド
当
り
二
セ
ン
ト
の
リ
ベ
ー
ト
を
受
け
る
と
い
う
合
意
の
上
で
、
現
金
五
O
万

ド
ル
を
受
け
取
っ
た
と
証
言
し
た
。
今
回
は
、
陪
審
は
シ
i
ル
フ
ォ
ン
に
有
罪
評
決
を
下
し
、
彼
は
五
年
の
懲
役
及
び
一
万
二
千
ド
ル
の
罰

金
を
宣
告
さ
れ
た
。
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シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
と
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
を
根
拠
に
し
て
、
こ
の
後
訴
を
禁
止
す
る
こ
と
を
申
立
て
て
い

た
。
ま
た
、
前
訴
の
証
拠
を
後
訴
で
提
出
す
る
こ
と
に
も
異
議
を
申
立
て
て
い
た
。
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
こ
れ
ら

の
申
立
を
認
め
な
か
っ
た
。
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
こ
の
有
罪
判
決
を
維
持
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
裁
量
上
訴
を
認
め
、

原
審
を
破
棄
し
た
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

【
判
旨
】
原
審
破
棄
。
「
共
同
謀
議
と
い
う
犯
罪
行
為
と
、
そ
の
共
同
謀
議
の
目
的
で
あ
り
実
際
に
犯
さ
れ
た
独
立
の
犯
罪
行
為
と
が
別
個

の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
:
・
そ
れ
ゆ
え
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
は
、
両
方
の
犯
罪
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
訴
追
さ
れ
う
る
。
・
:
し
か
し
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
は
、
後
訴
に
お
い
て
抗
弁
た
り
う
る
。
こ
の
法
原
理
は
、
民
事

手
続
と
同
様
に
刑
事
手
続
に
も
適
用
さ
れ
う
る
。
・
:
こ
の
法
原
理
は
、
た
と
え
両
方
の
犯
罪
が
別
個
で
あ
る
た
め
後
訴
が
許
さ
れ
る
場
合
で

(η) 

も
、
前
訴
で
争
点
と
さ
れ
判
断
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
後
訴
の
訴
訟
当
事
者
を
拘
束
す
る
の
で
あ
る
0

・:」

「
本
件
に
お
け
る
唯
一
の
問
題
は
、
前
訴
に
お
け
る
陪
審
の
無
罪
評
決
が
、
後
訴
の
犯
罪
の
有
罪
判
決
に
必
要
不
可
欠
の
事
実
に
つ
い
て
、

被
告
人
に
有
利
な
判
断
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
判
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
事
実
と
、
陪
審
が

(η) 

前
訴
に
お
い
て
受
け
た
説
示
会

E
g
g
s
)
に
か
か
っ
て
い
る
。
」

「
検
察
側
は
、
無
罪
評
決
の
根
拠
は
定
か
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
前
訴
の
共
同
謀
議
の
訴
追
は
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
彼
自
身
と
グ

リ
ー
ン
パ

l
グ
と
前
述
の
バ
ロ
ン
・
コ
ー
ポ
レ

l
シ
ヨ
ン
を
含
ん
だ
共
同
謀
議
全
体
の
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
立
論
に
基
づ
い
て
い
た
と
主

張
し
て
い
る
。
前
訴
の
無
罪
評
決
は
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
か
か
る
三
者
の
共
同
謀
議
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
み
を
立
証
す
る
と
主

張
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
検
察
側
は
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
連
邦
政
府
を
欺
同
す
る
と
い
う
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
と
の
二
人
き
り
の
合
意
に
従
っ

て
手
紙
を
書
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
を
、
後
訴
に
お
い
て
妨
げ
ら
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
検
察
側
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
前
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説

訴
の
陪
審
は
、
シ
l
ル
フ
ォ
ン
が
グ
リ
ー
ン
バ

l
グ
と
共
同
謀
議
し
た
こ
と
を
認
定
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
三
者
の
共

同
謀
議
全
体
の
当
事
者
で
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
拒
否
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

論

し
か
し
な
が
ら
、
陪
審
へ
の
説
示
は
、
実
務
に
適
す
る
よ
う
に
し
か
も
手
続
全
体
の
状
況
を
見
据
え
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々

は
、
評
決
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
争
点
を
解
明
す
る
た
め
に
、
陪
審
へ
の
説
示
に
注
意
を
払
う
。
:
・
シ
l
ル
フ
ォ
ン
は
、
前
訴
の
共
同
謀
議

の
訴
追
に
お
い
て
は
、
唯
一
公
判
に
か
け
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
を
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
以
外
の
人
物
に
結
び
付
け
る
証
拠
は

存
在
し
な
か
っ
た
。
陪
審
が
、
少
な
く
と
も
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
と
の
合
意
(
白
唱
B
B
S円
)
を
認
定
さ
え
で
き
れ
ば
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
有

罪
に
な
り
え
た
。
し
か
も
、
前
訴
の
説
示
に
お
い
て
は
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
ホ
ク
リ
ー
ン
パ

1
グ
と
共
同
謀
議
し
た
こ
と
に
合
理
的
な
疑
い
が

あ
れ
ば
、
陪
審
は
シ
l
ル
フ
ォ
ン
を
無
罪
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
を
有
罪
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
、
グ
リ
ー
ン

パ
l
グ
だ
け
で
な
く
バ
ロ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
!
シ
ヨ
ン
を
も
含
め
た
共
同
謀
議
の
当
事
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
説
示
は
、
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
場
面
で
見
る
な
ら
ば
、
前
訴
の
無
罪
評
決
は
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
そ
の
手
紙
を
書
い
て
送
つ

た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
連
邦
政
府
を
欺
同
し
よ
う
と
い
う
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
と
の
合
意
に
従
っ
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
判
断
で
あ

(
刀
)

る。」「
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
前
訴
の
無
罪
評
決
は
、
後
訴
で
の
有
罪
判
決
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
公
判
に
お
け
る
基

本
的
事
実
は
同
じ
で
あ
る
。
前
訴
及
、
び
後
訴
そ
れ
ぞ
れ
の
公
判
で
の
訴
訟
記
録
を
読
ん
で
の
通
り
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
、
彼
が
ザ
ク
リ
ー
ン
パ

l

グ
と
の
合
意
に
し
た
が
っ
て
手
紙
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
有
罪
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
証
拠
を
見

る
限
り
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
は
、
手
紙
以
外
の
方
法
で
グ
リ
ー
ン
パ

l
グ
を
常
助
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
現
に
、
検
察
側
は
、
手
紙
以

外
の
方
法
で
常
助
し
得
た
こ
と
を
全
く
主
張
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
検
察
側
の
弁
論
の
重
要
部
分
は
、
前
訴
と
後
訴
に
お
い
て
同
じ
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
紙
、
手
紙
を
め
ぐ
る
状
況
及
、
ぴ
手
紙
か
ら
推
論
さ
れ
る
状
況
、
虚
偽
の
イ
ン
ヴ
ォ
イ
ス
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
訴

北法51(2・156)530



で
は
証
拠
が
追
加
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
証
拠
は
、
合
意
に
結
び
つ
く
状
況
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
の
合
意
へ
の
参
J

加
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
そ
の
合
意

か
ら
得
る
も
の
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
細
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
せ
い
ぜ
い
こ
れ
ら
の
証
拠
は
、
シ
ー
ル
フ
ォ
ン
が
汚
れ
た
合
意

(
8
5宮

由
加
同
日
目
白
口
問
)
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
前
訴
よ
り
も
確
か
ら
し
く
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
合
意
の
存
在
は
、
前
訴
及
び
後
訴
そ
れ
ぞ
れ
の
公
判

に
お
い
て
検
察
側
の
弁
論
の
重
要
な
要
素
で
な
り
、
前
訴
に
お
い
て
は
、
必
然
的
に
不
存
在
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
件
は
、
こ
の
合

(
問
)

で
あ
る
。
検
察
側
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
よ

意
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
二
度
目
の
試
み
(
お

g
E
芸

nsz

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

【
コ
メ
ン
ト
】
連
邦
最
高
裁
は
前
訴
の
訴
訟
記
録
を
分
析
し
て
、
前
訴
の
争
点
が
シ

l
ル
フ
ォ
ン
と
グ
リ
l
パ
l
グ
と
の
聞
の
合
意
の
有

無
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
検
察
官
が
後
訴
に
お
い
て
こ
の
合
意
の
存
在
を
再
度
立
証
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ

ル
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
。

こ
こ
で
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
本
判
決
が
「
こ
の
合
意
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
度
目
の
試
み

述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
オ
ツ
ペ
ン
ハ
イ
マ

l
判
決
で
も
、
「
そ
の
争
点
を
再
度
蒸
し
返
す
(
円

g宮
口
)
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
民
事
事
件
で
あ
る
前
述
の
オ
ウ
ト
ラ
ム
判
決
で
は
「
こ
れ
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る

な

g
s
e
a
g同

Fons可
3
0
2
F
g
Z
R
)
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
同
じ
く
民
事
事
件
で
あ
る
前
述
の
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
判
決

で
も
、
「
こ
れ
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
(
里
町
包
括
ぎ
宮

g毒
自
主
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
民
事
事
件
で
は
、
当
事

者
が
前
訴
の
判
断
と
矛
盾
す
る
主
張
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
事
事
件
で
は
、
前
訴
で
既
に
判
断
を
下
さ
れ

た
事
項
の
証
明
に
つ
い
て
検
察
官
が
二
度
目
の
試
み
を
す
る
こ
と
、
蒸
し
返
し
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ

ペ
ル
は
、
刑
訴
法
に
導
入
さ
れ
た
後
で
微
妙
な
性
質
の
変
化
を
と
げ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
民
事
事
件
で
の
「
矛
盾
し
た
主
張
の
禁
止
」
と

刑
事
事
件
で
の
「
蒸
し
返
し
の
禁
止
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
8
8ロ
色
白
円
四
何
百
円
足
)

は
で
き
な
い
」
と
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説

5 

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
憲
法
化

号チふ.

6岡

( 

一、ー"
ア
ツ
シ
ユ
判
決
富
田
町
四
ぐ
・

ω当
2
8ロ
・
凶
ヨ
巴
・
ω・
お
ふ
(
}
当
。
)
)

前
述
の
通
り
、
民
訴
法
の
原
理
で
あ
っ
た
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
、
連
邦
最
高
裁
判
例
の
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ
マ

l
判
決
や
シ

i
ル

フ
ォ
ン
判
決
を
通
し
て
刑
訴
法
に
も
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
当
初
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
原
則
が
憲
法
上
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け

が
な
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
一
九
七

O
年
に
ア
ッ
シ
ユ
判
決
と
い
う
重
要
な
判
決
を

(
お
)

下
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
判
決
が
下
さ
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
六
九
年
の
ベ
ン
ト
ン
判
決
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は
第
五
修
正
の
ダ
ブ

ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
が
第
一
四
修
正
の
デ
ユ

l
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
通
し
て
す
べ
て
の
州
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

(
祁
)

と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
ア
ッ
シ
ユ
判
決
に
お
い
て
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
こ
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
ィ
条

項
に
含
ま
れ
る
か
否
か
の
問
題
を
直
接
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
、
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ
マ

l
判
決
で

刑
訴
法
に
導
入
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
得
て
か
ら
五
四
年
後
に
、
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
事
実
の
概
要
】

一
九
六
O
年
一
月
一

O
日
の
早
朝
未
明
、
六
人
の
男
が
、
ミ
ズ

l
リ
州
リ

i
ズ
・
サ
ミ
ッ
ト
の
グ
ラ
ッ
ド
ソ
ン
の
家
の

地
下
で
ポ
ー
カ
ー
ゲ
l
ム
を
し
て
い
た
。
突
然
、
三
、
四
人
の
マ
ス
ク
を
し
た
男
た
ち
が
、
シ
ョ
ッ
ト
ガ
ン
と
ピ
ス
ト
ル
を
も
っ
て
地
下
に

乱
入
し
て
き
て
、
彼
ら
か
ら
金
品
を
強
奪
し
た
。
そ
の
強
盗
た
ち
は
、
被
害
者
の
う
ち
の
一
人
の
自
動
車
を
使
っ
て
逃
走
し
た
。
強
盗
が
三

人
で
あ
っ
た
か
四
人
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
盗
難
車
は
野
原
で
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
そ
の
日
の
朝
の
う

ち
に
、
三
人
の
男
が
発
見
現
場
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
ハ
イ
ウ
ェ
イ
を
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
州
警
察
の
巡
査
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
ア
ツ
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シ
ユ
は
、
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
別
の
巡
査
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。

後
に
、
こ
れ
ら
の
四
人
の
男
た
ち
は
、
七
つ
の
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
六
人
の
ポ
ー
カ
ー
参
加
者
に
対
す
る
持
兇
器
強
盗

一
九
六
O
年
五
月
に
、
ア
ッ
シ
ユ
は
、
ポ
l

(
白

B
o
s
g
σ
z
q
)
と
自
動
車
窃
盗
(
号
待
。
叫
円
宮
町
民
)
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

カ
i
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
ナ
イ
ト
に
強
盗
し
た
こ
と
に
つ
い
て
公
判
に
付
さ
れ
た
。
こ
の
公
判
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
ナ
イ
ト
と
そ
の

仲
間
の
ポ
ー
カ
ー
参
加
者
三
人
を
検
察
側
証
人
と
し
て
召
喚
し
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ホ
ー
ル
ド
・
ア
ッ
プ
の
状
況
に
つ
い
て
証
言
し
て
、

失
っ
た
も
の
を
列
、
挙
し
た
。
持
兇
器
強
盗
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
ナ
イ
ト
を
含
め
た
個
々
人
の
財
産
が
奪
わ
れ
た
こ
と
は
、
争
い
よ

う
の
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
四
人
の
被
害
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
証
言
は
、
お
互
い
に
矛
盾
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ッ
シ
ユ

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

が
強
盗
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
検
察
側
の
証
拠
は
弱
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
証
人
の
う
ち
の
二
人
は
、
三
人
の
強
盗
が
い
た
と
考
え
て

い
た
が
、
ア
ツ
シ
ュ
が
そ
の
一
人
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
う
一
人
の
証
人
は
、
警
察
署
に
お
い
て
は
、
三
人
の
強

盗
の
そ
れ
ぞ
れ
を
確
認
で
き
る
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
と
ア
ッ
シ
ユ
の
こ
と
に
な
る
と
、
彼
の
声
が
、
強
盗
の
一
人
と
と
て
も
似
て
い
る
と

言
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
四
人
目
の
証
人
は
、
背
格
好
と
行
動
だ
け
で
ア
ツ
シ
ユ
を
確
認
で
き
た
だ
け
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
証
人
に
対
す
る
反
対
尋
問
は
短
い
も
の
だ
っ
た
。
反
対
尋
問
は
、
主
に
、
被
告
人
の
同
一
性
の
証
明
が
弱
い
こ
と
を
暴
露
す
る

ホ
ー
ル
ド
・
ア
ッ
プ
そ
の
も
の
に
関
す
る
証
言
や
被
害
者
が
失
っ
た
物
の
主
張
に
つ
い
て
は
、

こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
た
。
弁
護
人
は
、

反
対
尋
問
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
ナ
イ
ト
は
、
強
盗
た
ち
が
腕
時
計
、
現
金
二
五
0
ド
ル
、
小
切
手
約
五
0
0
ド
ル
分
を
盗
ん
だ
と
証
言

し
て
い
た
が
、
矛
盾
は
な
か
っ
た
。
ナ
イ
ト
の
札
入
は
、
持
兇
器
強
盗
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
他
の
三
人
の
男
の
う
ち
の
一
人
が
所
持
し
て
い

た
が
、
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
被
告
人
側
は
何
等
供
述
証
拠
を
提
出
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
最
終
弁
論
ま
で
放
棄
し
た
。
第
一
審
裁

ア
ッ
シ
ユ
が
本
件
持
兇
器
強
盗
の
参
加
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
認
定
で
き
る
な
ら
ば
、
ナ
イ
ト
の
所
持
し
て
い
た
金
銭
の
強
盗
が

ア
ッ
シ
ユ
が
強
盗
の
一
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
彼
が
直
接
に
ナ
イ
ト
に
強
益
し
て
い
な
く
と
も
、
彼
は
有
罪
で
あ
る
と
陪
審

北法51(2・159)533
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説

に
説
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、

論

A
せ

内
屯
U

F
h
d
 

「
一
九
六
O
年
一
月
一

O
目
、
ミ
ズ

l
リ
州
ジ
ャ
ク
ソ
ン
郡
に
お
い
て
、
ボ
ブ
・
フ
レ
ッ
ド
・
ア
ツ
シ
ユ
通
称
ボ
ピ

l
・
フ
レ
ッ
ド
・
ア
ツ
別

シ
ユ
が
、
単
独
で
又
は
他
の
者
と
協
力
し
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
暴
力
又
は
武
器
に
よ
っ
て
、
ド
ン
・
ナ
イ
ト
に
対
し
て
山F

D
 

違
法
に
暴
行
を
加
え
て
、
彼
の
身
体
へ
の
暴
力
に
よ
っ
て
、
又
は
身
体
へ
の
傷
害
が
切
迫
し
て
い
る
と
い
う
恐
怖
に
陥
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
械

金
銭
を
不
法
に
領
得
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
当
該
金
銭
に
は
正
当
な
主
張
も
な
く
、
ナ
イ
ト
か
ら
そ
の
金
銭
の
所
持
を
永
久
に
剥
奪
す
る
意

図
で
、
ナ
イ
ト
の
同
意
も
な
く
、
彼
の
身
体
か
ら
直
接
、
又
は
彼
の
面
前
で
且
つ
彼
の
意
思
に
反
し
て
、
金
銭
を
強
奪
し
た
と
い
う
こ
と
を
、

本
件
の
証
拠
か
ら
合
理
的
な
疑
い
を
越
え
て
認
定
で
き
る
な
ら
ば
、
被
告
人
ア
ツ
シ
ユ
は
、
第
一
級
強
盗
で
有
罪
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
評

(
打
)

決
で
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
一
つ
の
犯
罪
を
犯
す
と
い
う
共
通
の
意
図
で
一
緒
に
行
動
し
た
全
て
の
者
は
、
同
様
に
有
罪
で
あ
る
。
そ
し
て
、
複
数
の
者
た
ち
に
よ
っ

て
共
同
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
は
、
そ
の
よ
ろ
に
行
動
し
た
者
全
員
の
行
為
で
あ
り
、
ま
た
一
人
一
人
の
行
為
で
あ
る
。
複
数
の
者
が
、
犯
罪
行

為
を
犯
す
際
に
、
又
は
違
法
な
目
的
の
も
と
で
、
故
意
に
行
動
を
共
に
す
る
と
き
は
、
そ
の
犯
罪
行
為
又
は
違
法
な
目
的
を
達
成
す
る
際
に
、

(
刊
日
)

何
れ
か
の
者
が
と
っ
た
行
動
は
、
法
的
に
は
、
他
の
者
の
行
為
に
も
な
る
。
」

と
説
示
し
た
。
プ
ッ
シ
ュ
は
無
罪
評
決
を
受
け
た
。

六
週
間
後
ア
ッ
シ
ユ
は
、
再
度
公
判
に
付
さ
れ
た
。
今
度
は
、
ロ
パ

i
ツ
と
い
う
も
う
一
人
の
ポ
ー
カ
ー
参
加
者
に
対
す
る
強
盗
で
あ
っ

た
。
ア
ツ
シ
ュ
は
、
前
の
無
罪
判
決
を
理
由
に
、
公
訴
棄
却
の
申
立
(
忌
邑

s
s
a岡

田

E
a
)
を
し
た
が
、
こ
の
申
立
は
却
下
さ
れ
て
、
再

訴
の
公
判
が
開
始
さ
れ
た
。
証
人
は
、
前
訴
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
再
訴
に
お
い
て
は
、
ア
ッ
シ
ユ
の
同
一
性
の
争
点
に

関
す
る
証
言
は
実
質
的
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
前
訴
の
公
判
に
お
い
て
は
、
ア
ッ
シ
ユ
が
強
盗
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
全
く
確

認
で
き
な
か
っ
た
二
人
の
証
人
が
、
再
訴
に
お
い
て
は
、
ア
ッ
シ
ユ
の
特
徴
、
背
格
好
、
話
し
方
及
び
行
動
様
式
が
強
盗
の
一
人
に
一
致
し



て
い
る
と
証
言
し
た
。
前
訴
の
公
判
に
お
い
て
は
、

ア
ッ
シ
ユ
を
背
格
好
と
行
動
だ
け
で
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
証
人
は
、
再
訴
に
お
い

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

て
は
、
ア
ッ
シ
ユ
の
声
が
特
異
で
あ
っ
た
と
証
言
し
た
。
検
察
官
は
、
再
訴
に
お
い
て
は
、
ア
ッ
シ
ユ
の
同
一
性
に
明
ら
か
に
否
定
的
で
あ
っ

た
前
訴
の
証
人
を
召
喚
し
な
い
こ
と
で
、
そ
の
弁
論
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
陪
審
に
対
す
る
説
示
も
、
前
訴
の
も
の
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
あ
っ
た
。
再
訴
に
お
い
て
は
、
陪
審
は
ア
ツ
シ
ユ
が
有
罪
で
あ
る
と
認
定
し
て
、
彼
は
懲
役
三
五
年
を
宣
告
さ
れ
た
。

ミ
ズ

1
リ
州
最
高
裁
判
所
は
こ
の
有
罪
判
決
を
維
持
し
た
。
ア
ッ
シ
ュ
の
「
前
の
危
険
の
抗
弁
(
立

g
。
刊
号

B
R守
岳
民
身
)
」
は
否
定
さ

(
乃
)

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
五
年
後
に
、
こ
の
有
罪
判
決
に
対
し
て
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
ア
タ
ッ
ク
(
円
。
}
釘
お
足
白
押
窓
口
宵
)
を
し
た
が
認
め

(
初
)

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
ア
ッ
シ
ユ
は
、
ミ
ズ
!
リ
西
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
人
身
保
護
令
状
(
冨
吉
田
町

no号
5
)
の
申

立
を
し
て
、
再
訴
が
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
ア
ッ
シ
ユ
の
主
張
の
価
値
を
認
め
な

が
ら
も
、
自
ら
が
一
九
五
八
年
の
ホ
イ
ツ
グ
器
に
拘
束
さ
れ
る
と
考
え
て
、
こ
の
申
立
を
認
め
な
か
評
。
第
八
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判

(
お
)

所
も
ホ
イ
ッ
グ
判
決
に
従
っ
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
断
を
維
持
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
裁
量
上
訴
を
認
め
た
。

【
判
旨
】
破
棄
差
戻
し
。
①
「
問
題
は
、

も
は
や
な
い
。
そ
れ
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
の
一
部
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も

し
も
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
法
理
の
適
用
は
、
『
フ
ア

ン
ダ
メ
ン
タ
ル
・
フ
ェ
ア
、
不
ス

(
P
E目
E
g
g
-
E
g
n
g
)』
と
い
う
広
い
概
念
の
も
と
で
州
裁
判
所
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

(
u
m
)
 

連
邦
最
高
裁
が
訴
訟
記
録
全
体
の
審
査
を
通
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
憲
法
上
の
問
題
で
あ
る
。
」

②
「
『
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
』
は
厄
介
な
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
我
々
の
ア
ド
ヴ
ァ
l
サ
リ
l
・
シ
ス
テ
ム

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ツ
ペ
ル
が
デ
ユ

l
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
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に
お
い
て
は
と
て
も
重
要
な
法
理
で
あ
る
。

(邑
t
d『由民
ω

二
3
5
5
)

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ツ
ベ
ル
は
単
に
、
主
要
事
実

(ZE自
民
O
P
2
)
が
一
度
有
効
で
終
局
的



説

な
判
決
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
争
点

(
2
2
0
)

は
将
来
の
訴
訟
に
お
い
て
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間
で
は
再
度
訴
訟
上
争
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
は
、
最
初
、
民
事
訴
訟
で
発
展
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
少
な
く

(
お
)

と
も
五

O
年
以
上
前
の
連
邦
最
高
裁
の
オ
ツ
ベ
ン
ハ
イ
マ

l
判
決
以
来
、
連
邦
の
刑
事
法
で
は
、
確
立
さ
れ
た
準
別
で
あ
る
。
」

③
「
連
邦
法
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
、
『
棺
互
性

(
B
Z
E包
石
)
』
が
な
い
と
い
う
理
回
で
適
用
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
検
察
官
に
要
求
さ
れ
る
前
訴
の
証
明
基
準
が
後
訴
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
場
合
、
検
察
官
に
不
利
な
前
訴
の
判
決

は
、
検
察
官
が
そ
の
高
い
証
明
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
と
い
う
判
断
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
検
Rm官
が
後
訴
の
低
い
証
明
基
準

を
満
た
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る

論

わ
け
で
は
な
い
0

・
:
こ
れ
ま
で
連
邦
裁
判
所
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
、

一
九
世
紀
の
訴
答
書
面
の
よ
う

に
過
度
に
技
術
的
で
古
め
か
し
い
適
用
を
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
現
実
を
直
視
し
た
合
理
的
な
適
用
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場

を
明
確
に
し
て
き
た
。
前
訴
の
無
罪
評
決
が
一
般
評
決
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
(
そ
れ
が
普
通
で
あ
る
が
)
、
裁
判
所
は
、
前
の
手
続
き
の

訴
訟
記
録
を
審
査
し
て
、
訴
答
書
面
(
立

gazmm)
と
証
拠

(
2
E
2
8
)
と
他
の
関
連
事
項

(
O
昏

2
8
Z
S
E
B塁
。
円
)
を
考
慮
し
た
上
で
、

合
理
的
な
陪
審
の
評
決
が
、
被
告
人
が
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
争
点
以
外
の
争
点
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
こ
と
を
要
求

さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
審
査
は
実
務
に
適
す
る
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
手
続
き
全
体
の
状
況
を
見
す
え
た
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
・
:
も
ち
ろ
ん
、
技
術
的
に
も
っ
と
制
限
的
な
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
少
・
な
く
と
も
前
訴
の
判
決
が
理
由
を
付
さ
な
い
無
罪
の
一

(
目
的
)

般
評
決
に
基
づ
い
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
お
い
て
、
刑
事
手
続
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
没
却
に
つ
な
が
る
。
」

④
「
連
邦
の
準
則
を
本
件
に
直
接
適
用
す
る
な
ら
ば
、
唯
一
の
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訴
訟
記
録
は
、
前
訴
の
陪
審

が
、
持
兇
器
強
盗
が
起
こ
ら
・
な
か
っ
た
こ
と
を
合
理
的
に
認
定
で
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
な
い
し
、
ナ
イ
ト
が
強
盗
の
被
害
者
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
訴
の
陪
審
の
面
前
で
審
理
さ
れ
た
と
合
理
的
に
考
え
う
る
争
点
は
、
ア
ッ
シ
ユ
が
強
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ア
ツ
シ
ユ
は
そ
の
一
人
で
は
な
い
と
認
定
し
た
の
で

(
幻
)

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
の
準
則
で
は
、
ロ
パ

l
ツ
に
対
す
る
強
盗
に
つ
い
て
の
再
訴
は
全
く
許
容
で
き
な
い
よ

⑤
「
・
:
本
件
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
究
極
の
問
題
は
、
こ
の
連
邦
法
で
確
立
さ
れ
た
準
則
[
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ツ
ペ
ル
]
が
、
第
五
修
正

の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
罵
跨
な
く
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
憲
法
上
の
保
障
[
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
条
項
]
が
他
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
包
含
し
て
い
よ
う
と
も
、
・
:
{
コ
ラ
テ
ラ

盗
の
一
人
で
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
訴
の
陪
審
は
、
評
決
に
よ
っ
て
、

ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
]
が
、
既
に
無
罪
に
さ
れ
た
人
を
再
度
『
苦
難
を
受
け
る
こ
と
』
か
ら
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
か
ら

(∞∞) 

で
あ
る
。
」

一事不再理の効力と況判力(拘束力)について (2) 

⑥
「
問
題
は
、
ミ
ズ

l
リ
州
が
、
六
人
の
ポ
ー
カ
ー
参
加
者
へ
の
強
盗
に
つ
い
て
、
六
つ
の
別
個
の
犯
罪
で
、

ア
ツ
シ
ユ
を
有
効
に
起
訴
で

ア
ツ
シ
ユ
が
、
六
人
の
被
害
者
に
強
盗
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
単
独
の
公
判
に
お
い
て
有
罪
に
さ
れ

た
場
合
、
合
計
六
つ
の
処
罰
を
受
け
る
べ
き
な
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
問
題
は
、
た
だ
単
に
、
陪
審
が
そ
の
評
決
に
お
い
て
ア
ツ

シ
ユ
が
強
盗
の
一
人
で
は
な
い
と
判
断
し
た
後
、
州
が
そ
の
争
点
を
再
度
訴
訟
上
争
う
べ
く
、
新
し
い
陪
審
の
面
前
に
ア
ッ
シ
ユ
を
強
制
的

き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

に
出
頭
さ
せ
る
こ
と
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
訴
の
陪
審
が
ナ
イ
ト
へ
の
強
盗
に
つ
い
て
ア
ツ
シ
ユ
を
無
罪
に
し
た
後
、
ミ
ズ

l
リ
州
が
そ
の
起
訴
事
実
に
つ
い
て
再
度
彼
を
公
判
に

一
度
陪
審
が
相
対
立
す
る
証
拠
を
審
査
し
た
結
果
、
ア
ツ
シ
ュ
が
強
盗
の
一
人
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
合
理
的
な
疑
い
宏
司

2
8
E
σ
w
E
5
5
を
も
て
ば
、
州
は
、
た
と
え
ナ
イ
ト
に
対
す
る
強
盗
に
関
し
て
再
訴
が
行
わ
れ

た
と
し
て
も
、
ナ
イ
ト
に
対
す
る
強
盗
の
同
一
性
に
関
す
る
同
一
又
は
別
個
の
証
拠
を
、
再
訴
で
の
陪
審
が
そ
れ
ら
の
証
拠
が
説
得
力
が
あ

る
と
認
定
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
再
訴
が
別
の
被
害
者
に
対
す
る
強
盗
に
関
係
し
て
い
て
も
、
憲
法

上
の
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
の
状
況
で
は
、
被
害
者
の
名
前
は
、
被
告
人
が
強
盗
の
一
人
で
あ
っ
た
か
否
か
の
争
点
に
は

か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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説

何
ら
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
件
で
は
、
ミ
ズ

l
リ
州
は
そ
の
準
備
書
面
に
お
い
て
、
プ
ッ
シ
ュ
の
無
罪
判
決
の
後
、
前
訴
を
単
な
る
再
訴
の
た
め
の
予
行
演
習

(
骨
可
目
白
砂
ご
}
同
四
回
目

g
E
聞き回目

2
5ロ
)
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
た
の
で
あ
る
。
「
検
察
官
が
、
前
訴
に
お
い
て
、
証
明
可
能

な
事
件
を
も
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
も
前
訴
で
敗
訴
し
た
場
合
は
、
お
よ
そ
良
き
法
律
家
が
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
し
た
こ
と
は
疑

ヨ'6.a岡

い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
訴
の
公
判
の
成
り
行
き
を
見
て
、
証
拠
提
出
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
』
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
さ
に

(
何
回
)

憲
法
が
禁
止
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
原
審
を
破
棄
し
、
第
八
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
差
戻
す
。
」

註
(

l

)

M

町
内
向
〉
岳
町
〈
・
∞
巧

g
m
o
p
M
3
c
-∞
・
お
少
主
凶
(
目
当
。
)
'
わ
が
国
の
刑
訴
法
の
文
献
で
こ
の
原
理
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
田
口
・

一
九
四
|
二
O
八
頁
、
田
宮
・
一
九
七
l
二
O
ニ
頁
、
渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
自
由
と
正
義
」
(
有
斐
閣
・
一
九
九
四
年
)
一
一
一
一
二
三
|

四
四
頁
{
以
下
渥
美
・
頁
数
で
表
示
】
。
ま
た
、
民
訴
法
の
観
点
か
ら
こ
の
原
理
を
紹
介
し
て
い
る
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
吉
村
徳
重
「
判
決

理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
l
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ツ
ペ
ル
の
視
点
か
ら
」
『
法
政
研
究
』
三
一
一
一
巻
一
二
H
六
合
併
号
四
四
九
l
九
六
頁
(
一
九
六

七
年
)
。
刑
訴
法
に
お
け
る
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
を
概
説
し
た
ア
メ
リ
カ
の
文
献
と
し
て
、

O
B
E関・玄恒吉岡田色町
2
2
n
E
R
F
-

J

『
同
号

gaz.切
な
志
話
再
之
内
宅
叶
え
む
な
き
え

P
門町内

hhh話
、
さ
百
円
E
R
S
F
王
国
〉
同
〈

-
r
E〈
ゲ
也
ー
企

(38)U
〉
ロ

g
O
〈
aEehh句
史
四
平
均
円
吉

sz

b
語、内一三，還をお
~hushREsh-SHot司
〉
戸

-m開〈・
M∞-(這∞。)唱
MH
〉
玄
-H白河・
M
u
o
s
s
a
=
b宅
2
s
-ム
a
u
(
号唱∞
)
e

(2)
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
問
。
宮
コ
者
百
四
回
国
玄

E
R
呂
町
同
旨
Sミ
B
~
h
E
E
s
c
h閃
hS』
M
E
~
S
河内町巴ミ

S
同
色

甘
え

EHb-
協
同

FF-F-E〈
・
全
(
-
喝
さ
)
・
以
下
の
沿
革
の
説
明
は
主
に
こ
の
文
献
に
よ
る
。
こ
の
他
に
も
、
〉

F
E
U
-
〈
思

t
r宮
こ
C
U
同2
2
¥

E
R
E
S
Z〈
ム
コ
。
〈
'
N
∞
Bas-

(3)
守
尚
一
芸
--2・言、
B
=。
S
M・凶
2FF-F-m開
〈
・
民
会
弘
弁
こ
の
文
献
に
よ
る
と
、
「
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
・
パ
イ
・
リ
コ
ー
ド
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ

て
い
る
。
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一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

(
4
)
M
R
ミ・良品一
N

ムム・

(5)
川
町
ミ
紅
白
同
hFN-

(
6
)
~町内向定・

(
7
)
h
R
R
-
a
A
H
M
口

-a・

(
8
)
同
ミ
R
-

(
9
)
山町内内

R-
虫
色
-

(
刊
)
同
町
内
ミ
・

(
日
)
緑
町
同
州
。
宮
ロ
巧
苫

ogE--Rg旬
、
尽
き
hha
ミ
号
、
長
崎
5
2
H
a
河内旬、
E
S
S
S円
リ

S
5
2
S
N
R足
、
ぎ
も
・
み
ヨ
ミ
円
g
h
h
s
t

這
喜

2
・
F-m開〈・

Nω

∞-
M
凶∞(戸唱品。)・

(ロ
)
h
R
R
A
民
自
唱
・
訴
答
書
面
の
制
度
と
は
、
訴
訟
当
事
者
が
、
口
頭
弁
論
に
先
立
っ
て
争
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
弁
論
の
根
拠
と
な

る
重
要
な
事
実
を
訴
答
書
面
に
よ
っ
て
明
確
に
し
、
こ
れ
を
交
換
し
あ
う
制
度
で
あ
る
。
訴
訟
当
事
者
は
、
訴
答
書
面
の
中
で
自
白
し
た
り
、

何
ら
か
の
主
張
を
し
た
り
、
何
か
を
放
棄
し
た
り
す
る
が
、
以
後
、
彼
ら
は
、
将
来
の
同
一
訴
訟
当
事
者
向
で
の
訴
訟
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

自
白
、
主
張
、
放
棄
に
拘
束
さ
れ
る
。
今
日
、
か
か
る
制
度
は
民
訴
法
に
は
残
っ
て
い
る
が
、
刑
訴
法
で
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。

(
日
)
』

K
1
w
z
。5
2
5悶
叶
戸
田

aa君、。ヱ
ω
Zの
口
町
田

rp宅
】
右
目
出
品
(
旨

E
・
3
主)・

(
M
)
h
k同

E
Z
R
Lさ
S
E
S
-
-
-
這
喜
2
・
r・
官
〈
-
a
N
M∞
・
捺
印
証
書
に
よ
る
禁
反
言
と
は
、
捺
印
証
書
を
作
成
し
た
者
は
、
他
者
が
そ
の
捺
印

証
書
を
受
理
し
又
は
そ
れ
に
基
い
た
行
為
を
し
た
以
上
、
そ
の
捺
印
証
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
否
定
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
原
理

で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
不
動
産
の
譲
渡
人
が
、
譲
渡
の
時
点
で
そ
の
不
動
産
の
所
有
権
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
原
担

保
捺
印
証
書
(
宅
島
g
q
a
g
a
)
を
作
成
し
、
後
に
な
っ
て
そ
の
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
譲
渡
人
は
、
当
該
不
動
産
譲
渡
の

時
点
で
所
有
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
公
示
行
為
に
よ
る
禁
反
言
と
は
、
虚
偽
の
言
動
に
よ
っ
て
相
手

方
に
一
定
の
行
動
を
な
さ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
が
何
ら
か
の
損
害
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
虚
偽
の
言
動
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
虚
偽

の
言
動
を
後
に
な
っ
て
否
定
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
原
理
で
あ
る
。

(
日
)
営
危
・
一
塁

}}R
ミ
S
S
E
-
a
H
F
F
F・
智
〈
-
a
u
u
・

(凶

)
E
E
-
-
R
-
S
5
5
8
-
Y
這

5
2・
F
-
E〈・

5
凶∞・
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説

(げ

)
E
E
-
-
R
L
R
3
5
5
L
u
r
-「
官
〈
・
ど
邑
・

(
叩
ぬ
)
川
町
内
司
匙
・
民
主
・

(
m
m
)
M
E
R
-
民
主

(
却
)
』
町
内
向
丘
・
担
問
主
ム
凶
・

(
幻
)
』
町
内
包
・
虫
色
・

(
辺
)
』
町
内
定
・
担
問
先
F

(お
)
h
R
R
-

(
鈍
)
』
町
内
三
百

--Rh臣、
S
E
R
-
-岨凶唱沼田内田・問、
.m開〈・担四回宙・

(お

)
E
F
E九・

(
部

)
h
R
E
-
-
R
h
3
5
5喝
さ
F
F
-
E〈
-az-

(
幻
)
柏
町
内
〉

E
E
η
E
C
d
ξ
Z司
2
4
F
E∞
E
司
5
2
2
↓
E

F君
。
こ

g
C
5
z
d
京
∞

g
B
B
g
;
担
問
凶
-
土

-EM){ZEEE

m
E
E副
首
z
d・
前
訴
の
判
決
は
、
終
局
判
決

(
m
E
E身
25)
で
な
い
限
り
、
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間
で
の
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後

訴
に
お
い
て
終
局
的
に
は
な
り
え
な
い
。
ち
ょ
う
ど
終
局
判
決
で
な
い
も
の
が
混
同
効

(
g
n
G
R
)
や
遮
断
効

(σ
旦
と
し
て
も
作
用
し
得
な

い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
効
果
も
持
ち
得
な
い
。

(認

)
M
E
1
5
-
R
L吾、
a
S
S
M
-
以
F
F・
「
官
〈

-aa-

(却
)
M
R
H
R

(
叩
)
。

E
B〈・
5
2
E
L
S
E
2
8・
2
2
0
3・

(幻

)
E
-
R
S凶・

(泣)』ミ・

(
お
)
迂
・
曲
目

ghp

(
鈍
)
迂
・
虫
色
吋
ふ
∞
・

(お

)
M
2
列
島
目
立
〈

g
g
g
n
F
N仲

間

W
O
F
F
こミ
ESE-
凶
∞
ペ
〉

FE--H-SP
凶
-
2
a
(
3
M∞
)
こ
の
論
文
で
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
エ
ス
ト
ッ

ペ
ル
の
要
素

(20志
向

Z
H
O
B
g
z
o同

8
ご

zegg)
と
公
示
行
為
に
よ
る
禁
反
言
(
町
田
円
。
唱
。
ご
司
、
む
な
)
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ

さ子ム
百聞
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一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

て
い
る
。
前
者
は
、
破
棄
さ
れ
な
い
限
り
訴
訟
当
事
者
と
陪
審
と
裁
判
所
を
拘
束
し
つ
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
訴
訟
当
事
者
の
同
意

に
よ
っ
て
拘
束
を
維
持
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
そ
れ
を
解
く
こ
と
も
で
き
る
。

(
お
)
小
林
秀
之
『
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
』
(
弘
文
堂
・
一
九
八
五
年
)
一
四
二
丁
六
六
頁
参
照
。
コ
モ
ン
ロ
ー
の
訴
答
書
面
の
制
度
は
、
技
術
的

で
複
雑
で
あ
っ
た
た
め
、
実
体
的
に
は
勝
訴
で
き
る
訴
訟
当
事
者
が
訴
答
書
面
で
の
ミ
ス
の
た
め
に
敗
訴
す
る
不
合
理
が
多
々
あ
っ
た
。
そ
の

複
雑
さ
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
訴
答
書
面
は
簡
素
化
さ
れ
た
。
争
点
形
成
の
機
能
を
訴
答
書
面
に
要
求
す
る
の
は
止
め
て
、
証
拠
開
示

(
ι
5
0
8
q
)
や
公
判
前
手
続
(
も
お
'E曲目
g
E
P
B
Z
8
)
に
託
し
た
。
現
在
の
訴
答
書
面
は
、
単
に
請
求
や
抗
弁
の
ノ
テ
ィ
ス
(
ロ
呂
8
)
の
機

能
を
持
つ
の
み
で
あ
る
。

一
八
六

O
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
判
決
(
当
主
旨
包

2
・〉

-zsE同

A
W
O
8
G
2
0
5
∞お

B83nwag-
〈・巴

n
E
m
p
a
c
m
凶
凶
凶
(
】
∞
き
)
)
は
、
訴

訟
当
事
者
間
の
争
点
を
確
か
め
る
の
に
役
立
つ
古
い
訴
答
書
面
の
制
度
(
弔
問
お
白
色

1
8
s
g
m
)
と
、
判
決
の
証
拠
を
永
久
な
形
で
保
存
す
る
こ

と
は
、
不
必
要
に
正
確
さ
を
要
求
す
る
し
、
訴
訟
当
事
者
を
過
度
に
技
術
的
な
ル

l
ル
に
縛
り
付
け
る
こ
と
に
な
る
し
、
時
間
と
費
用
の
浪
費

に
も
つ
な
が
る
と
指
摘
し
て
い
る

(
M
ミ
ミ
・
箆

Z
3
0

(幻

)
M
R
E
-
-
R
L毛
E
g
g
-
-
w
這
喜

2
・
F-m開
〈

-
a
N
U
P

(お

)
M
S明
開
口

-m-n2・唱・∞(刊
)(M)・

(ぬ
)
M
2
2
0邑
ロ

t
g
g
L円

-
-
D
5
3
H
E室
内
5
8
9
E
R豆
町
民
色
、

E
L
g
C・
F
-
r
m
E・
3
L∞叶
(
H
3
3・

(
刊
)
~
町
内
向
ミ
包
混
血
・

(引

)
M
R
E
-
-阻
F
h
号
S
S
S
M
-
a
F
r
r
E〈
・
白
丹
念
-

(

位

)

【

リ

8
8老町】}〈
-
n
o
z
E
q
o岡山山白
n
・市W

K

H

d

・回・凶トヨ(】∞
J
X
F
)

・

(
刊
日

)
h
a
m
E
t司
自
Z
A
U
S
E
S
8
5岨
京
∞
・
「
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
影
響
力
の
あ
る
専
門
書
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
(
〉

8
2
n
g
E垣
間
口
怠
宮
古
)
が
出
版
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
法
源
と
し
て
裁
判
所
を
拘
束
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
判
例
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
に
統
一
性
を
与
え
る
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

(
叫
)
丹
、
白
書
宅
内
』
戸
唱
品
C
-
∞
・
担
問
凶
凶
M
S
凶凶・

(品

)
E
-
a
a∞sac-

(
判
)
こ
の
点
、
渥
美
教
授
が
「
争
点
阻
止
効
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
る
。
渥
美
・
コ
一
一
一
一
一
一
一
頁
、
三
三
四
頁
、
同
『
刑
事
訴
訟
法
[
新
版
]
』
(
有
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説

斐
閣
・
一
九
九
二
年
)
二
一
九
八
頁
以
下
参
照
。

(
U
)
m
E
F国
高
ヨ
J
S
5
5
8
N
5
2
8
5
5
2
p
a
Nま・

(
刊
)
守

3
5
~二
品

C-∞・同
HUUB・
同
町
内
ミ
8
m
E叶
〉
目
E
E
4・匂宮、
E
g
g
s
-
窓
∞

g
B
B
O
R
h
旬、

p
w
E己
己
主
-

(
的
)
畑
町
内
宮
怠
国
者
保
g
g
r
o
p
C
E
R
E
』川号、
E
S
H忠弘同書
S
F
u
a
出話〈
-r-
首〈
-fM'斗
(
寄
与

M
)
M
R
b
E
C
5
a
∞
E
m
z
-
F
R『
E
E
O
E
-

切

Em-no--Mac-MUON-
凶
〔
)
凶
(
這
出

)ucaRuaωBS同
戸
沼
z
s
s
m宅町向同
-
L
5
・M品。
C・ω
u
h
r
u∞
(
3
u
c
y
m
E吋〉同国宮肘』
4
4
・
足
、
ミ
旬
。

g
S
L叩

E

S
B自
由
口
同
〉
巳
凶
回
以
・
実
体
的
事
項
に
つ
い
て
何
ら
判
断
が
な
さ
れ
ず
に
訴
え
却
下
(
ロ

g
'
E同
)
が
な
さ
れ
た
場
合
、
原
告
は
同
一
の
訴
訟
原
因

に
基
づ
く
再
訴
を
維
持
し
て
も
よ
い
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間
で
の
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お

い
て
も
か
か
る
判
決
は
終
局
的
に
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

A
は、

B
に
よ
っ
て
振
り
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
約
束
手
形
の
満
期
に
達
し
て
い
る

利
息
の
支
払
を
求
め
て
、

B
に
訴
え
を
起
こ
し
た
。

B
は
、
当
該
約
束
手
形
を
振
り
出
し
た
こ
と
を
否
定
し
た
。
口
頭
弁
論
に
お
い
て

A
は
証

言
を
し
た
が
、
そ
の
終
わ
り
に
な
っ
て
訴
え
却
下
を
さ
れ
、

B
勝
訴
の
判
決
を
下
さ
れ
た
(
前
訴
)
。
そ
の
後
、

A
は
、
当
該
利
息
の
同
一
の
分

割
払
い
の
部
分
と
第
二
の
分
割
払
い
の
部
分
の
支
払
を
求
め
て
、

B
に
訴
え
を
起
こ
し
た
(
後
訴
)
。
前
訴
の

B
勝
訴
の
判
決
は
、
後
訴
に
対
し

て
何
ら
抗
弁
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
実
際
に
判
断
さ
れ
な
い
限
り
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
は
適
用
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

(
叩
)
こ
の
他
に
、
ミ
ラ
ー
は
、
結
論
か
ら
根
拠
を
推
論
す
る
こ
と
を
許
し
、
終
局
判
決
を
支
え
る
の
に
必
要
な
す
べ
て
の
根
拠
に
コ
ラ
テ
ラ
ル
・

エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
を
及
ぼ
す
基
準
を
提
案
し
て
い
る

(
h
a
g
Eタ
怠
唱

5
5
8
ご
e
S
室
内
田

-
r
m
E
S
E十
沼
)
。
「
判
決
の
根
拠
が
、
判
決
そ
の

も
の
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
必
要
な
推
論
を
し
て
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、
そ
の
事
項
は
終
局
的
に
判
決
を
下

さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
後
訴
に
お
い
て
も
訴
訟
当
事
者
を
拘
束
す
べ
き
で
あ
る
。
判
決
の
根
拠
が
、
訴
答
書
面
と
訴
訟
記
録
の
中
の

要
素
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
判
決
そ
の
も
の
か
ら
明
ら
か
に
な
る
場
合
ゃ
、
判
決
の
根
拠
が
、
訴
答
書
面
が
な
い
状
態
で
、
他
の
資
料
か
ら

の
証
拠

(2広
g
n
n
a
g足
内
)
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
判
決
そ
の
も
の
か
ら
明
ら
か
に
な
る
場
合
も
、
そ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
程
度
ま
で
に
、

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
判
決
の
根
拠
に
及
ぶ
。
」
と
述
べ
て
い
る
(
句
、
-aMMM)
。

(
日
)
同
時
間
同
国
n
S
8ロ
〈
・
玄
g
R
M
Z
-
g・
5
己・

5
日
品
目
コ
(
玄
Fny
】告。)・

(
臼
)
巧
白
円
四

2
・t
そ白

5
・凶

az・開・主唱
-
S唱
(
Y向
釦
回
目
-

H

寄与)・

(
日
)
ま
た
、
ジ
ェ

l
ム
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
争
点
に
つ
い
て
厳
格
な
終
局
性
の
ル

l
ル
が
適
用
さ
れ
、
訴
訟
当
事
者
が
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
部
分

論
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一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

に
も
拘
束
力
が
及
ぶ
こ
と
に
な
れ
ば
、
訴
訟
当
事
者
は
、
か
か
る
予
定
外
の
結
果
を
回
避
す
る
べ
く
和
解

(nos-BES)
を
避
け
る
傾
向
が

強
ま
り
、
訴
訟
を
減
ら
す
ど
こ
ろ
か
増
や
す
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る

3
2
2
B
P
言、

5
5
5
3・
5
∞
C
・
F-r
宮〈
-
S
戸主

'g)。

(日

)
h
-
2
0ロ
S
S
F
-
m
g
eロ
w
h
♀

E
E
r
s
t
p
q
Eミ
い
有
門
リ

S
S
E町
内

q安
定
、
ミ

b
s
h
u
E
Eミ
同
居
内
史
認
ミ
，
k

同
町
南
宣
言
弘
、
世
門
同
同
町
て
ミ
室
内

F
Z
-
c・同

M
〉

-F

宮〈
-
N
5・
凶

G'M出
会

SN)・
こ
の
論
文
は
、
陪
審
に
対
す
る
補
足
的
特
別
質
問

(
2
3
gヨ
g
E
G
o
g
r
a
s
8
R
2
2
)
に
よ
る
解
決
策
を
提
案

し
て
い
る
。
ま
た
、
ミ
ラ
!
は
、
訴
訟
当
事
者
が
確
認
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
(
富
三
戸

=
h
M
E
E
R
-
-・

3
玄
月
Z
・戸

-m虫、・
aNaN'S)0

(
日
)
川
町
四
司
自
白
斗
〉
司
玄
岡
山
Z
4
・h
吾
S
8
8
S
-
窓∞

g
B
5
2二
・
同
円
以

g'ま
・
ま
た
、
第
一
審
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
が
上
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
破
棄
さ

れ
た
上
で
、
そ
の
上
訴
裁
判
所
が
終
局
判
決

(mEこ
E
m
B
g同
)
を
白
判
す
る
か
、
又
は
、
そ
の
第
一
審
裁
判
所
が
よ
訴
審
の
指
示

(58EHO)

に
従
っ
た
判
決
を
下
す
場
合
、
後
の
判
決
の
方
が
終
局
的
で
あ
る
。
こ
の
終
局
判
決
は
、
同
一
の
訴
訟
原
因
に
つ
い
て
は
混
同
効

(
B
R回
目
『
)
又

は
排
除
効

(
F
問
)
と
し
て
終
局
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間
で
の
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て
も
、
前
訴

で
訴
訟
上
争
わ
れ
て
判
断
念
下
さ
れ
た
争
点
に
つ
い
て
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ツ
ベ
ル
の
効
果
を
も
っ

(MR
ミ・申

S
g
B
B
E
E
-
a凶
-u
ム血)。

ま
た
、
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
が
二
者
択
一
的
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
十
分
に
そ
の
判
決
を
維
持
で
き
る
状
況
に

お
い
て
、
上
訴
裁
判
所
が
、
そ
れ
ら
の
理
由
の
両
方
と
も
十
分
に
成
り
立
つ
と
判
断
し
て
、
原
審
を
維
持
し
た
場
合
、
こ
の
判
決
は
、
異
な
る

訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て
、
両
方
の
理
由
に
つ
い
て
終
局
的
で
あ
る
。
も
し
も
上
訴
裁
判
所
が
、
そ
れ
ら
の
理
由
の
う
ち
の
一
方
は

そ
の
判
決
の
根
拠
た
り
う
る
が
、
も
う
片
方
は
根
拠
た
り
得
な
い
と
判
断
し
て
、
原
審
を
維
持
す
る
場
合
は
、
そ
の
判
決
は
前
者
の
理
由
の
み

に
つ
い
て
終
局
的
で
あ
る
。
も
し
も
上
訴
裁
判
所
が
、
そ
れ
ら
の
理
由
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
も
う
一
つ
の
理
由

が
原
審
の
判
決
の
根
拠
た
り
う
る
か
の
判
断
を
拒
否
し
て
原
審
を
維
持
す
る
場
合
は
、
そ
の
判
決
は
前
者
の
理
由
の
み
に
つ
い
て
終
局
的
で
あ

る

(
M
R
R・京。
B
B
B町三
~y
民
己
晶
)
0

(
日
)
主
要
事
実
と
は
、
請
求
や
抗
弁
の
成
立
に
必
要
不
可
欠
の
事
実
で
あ
る
。
刑
事
事
件
で
考
え
れ
ば
、
「
主
要
事
実

(
E
E
g民
m
p
g
)
」
と
は
刑

罰
権
の
存
否
に
か
か
わ
る
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
構
成
要
件
該
当
事
実
、
構
成
要
件
該
当
事
実
を
個
別
化
特
定
す
る
要
素
(
犯
罪
の
日
時
、

場
所
、
方
法
)
、
違
法
・
有
責
を
証
明
す
る
事
実
、
没
収
・
追
徴
の
要
件
と
な
る
事
実
な
ど
で
あ
る
。
主
要
事
実
以
外
の
事
実
は
間
接
事
実

(
2
E
g
c
R可
PR)
で
あ
る
。
例
え
ば
、
刑
罰
権
の
範
囲
、
具
体
的
に
は
量
刑
に
関
す
る
事
実
は
間
接
事
実
で
あ
る
。
刑
罰
権
の
存
否
そ
の
も

の
に
は
関
係
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
「
主
要
事
実
」
と
前
述
の
「
重
要
な
事
実
(
ヨ
巳
旦
白

-
P
2
)」
と
の
区
別
は
媛

北法51(2・169)543



説論

昧
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
「
主
要
事
実
」
は
必
要
不
可
欠
の
要
素

(
2
8ロ江田

Z-mgg円
)
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
重
要
な
事
実
」
は
重
要
な
陳

述
(
吉
良
虫
色
言
。
哲
也
吾
ロ
)
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
両
者
は
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
。

(日

)
h
2
3
3賞
。
。
弓
・
〈

-
F
E
o
s
s
n
E
g
n
o予
言

5
・

s・
5
0
4
2
B
U
S
-
p
a
p
-
同
)
2
5
3
2
E
5
r
t
s
γ
均

a
k
号
b
H
P
S

国〉河〈

-F-m開
〈
・
∞
同
∞
・
∞
お
・
$
2
3
3・
デ
ユ
チ
ェ
ス
判
決
(
叶
百
四
U
E
n
Z
虫
色
白
呂
田
件
。
ロ
〆
内
曲
目
タ
呂
田
。
垣
・
巴

-d-a凶
(
目
、
判
示
)
)
以
来
、
前
訴
で

判
断
さ
れ
た
事
項
が
前
訴
の
本
案
裁
判
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
適
用
の
条
件
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、

訴
訟
の
対
象
に
密
接
に
関
係
の
あ
る
事
項
に
だ
け
拘
束
力
を
認
め
よ
う
と
言
う
こ
と
で
あ
る
(
M
R
2
0
8
h
ミ
室
内
志
向
と
ロ
唱
え
・
凶
M
n
o
F
-
r
m
開
〈
・

霊吋
e

訟
。
合
唱
凶
N

)

)

。
な
お
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
適
用
が
主
要
事
実
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
論
じ
て
い
る
文
献
と
し
て
、

〉ロ
S
W
O唱
S
E
E
-
5・町内
V
E
R
S
~同
h
H
告
、
ミ
宮
内
一
江
主
=
ミ

ngshp志
向
久
町
S
R叫

S
町内、古
q
b♀
ミ
H
S
F

凶∞
C
・《
UE-F-
何
回
〈
・
f
z
e
M
M
(
ヨ
∞
喧
)
・

(日

)
h
s
m
g耳
目

E24・h
号
、
む
ロ
0
8
s
・
申
$
8
2
5
R
P
釦己
3
・

(日
)
M
R
R・
当
0
・
a凶日∞・

(
印
)
但
し
、
前
訴
と
後
訴
の
訴
訟
原
因
が
同
一
の
取
引
か
ら
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
前
訴
と
後
訴
が
、
同
一
の

契
約
に
対
す
る
違
反
に
つ
い
て
起
こ
さ
れ
た
と
す
る
。
前
訴
に
お
い
て
、
契
約
の
法
的
十
分
性

(-a包
g
B
2
8♀
)
や
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て

の
争
点
が
判
断
さ
れ
た
場
合
、
前
訴
の
判
決
は
、
同
一
の
契
約
に
対
す
る
別
の
違
反
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
同
一
の
訴
訟
当
事
者
間

で
の
後
訴
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
争
点
に
つ
い
て
終
局
的
で
あ
る

2
2
E
E
H百
五
J
8
5
8
8
戸
2
8
B
B
S
?
と
呂
)
。

(
日
)
反
対
当
事
者
が
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
証
人
に
尋
問
し
な
い
よ
う
に
す
る
命
令
を
裁
判
所
に

求
め
る
申
立
で
あ
る
。

(
臼
)
公
判
中
に
、
違
法
で
あ
る
か
不
適
当
と
思
わ
れ
る
手
続
に
つ
い
て
裁
判
官
に
注
意
を
喚
起
し
て
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
裁
判
官
の
判
断
を
求

め
る
申
立
で
あ
る
。

(臼

)
C
E
E
E
8
2・
8宮口
E
S
E
R
-
M
b
c
m
-
g
(
3
5・

(
臼
)
-
同
町
三
氏

-a∞吋・

(臼)句、・

(
侃
)
た
・
民
話
-

(肝
)
h
A
'

忠
告

sge
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一事不再理の効力と既判力(拘束力)について (2) 

(伺

)E-ag-

(的

)
M
R
g
a
s
h
F
E
e
s
z開

F
S
S
S
E
-立
国
民
〈
「
宮
〈

-E--

(
叩
)
印

g-Pロ〈
-
C
E円
a
g
R
H
2・凶凶
N
C
∞
・
凶
斗
凶
(
戸
市
主
∞
)

(n)
ミ
・
民
凶
斗
∞

(
刀
)
迂
・
巳

uaE忍・

(η)
迂

-au司
'g・

(引内)』司作曲目凶∞。・

(
花
)
〉
岳
伺
〈
・

ω耳
切
口
問
。

Pω
喝、司
d
-
∞-
A
R
w
m
F
(
右斗())・

(苅

)
M
R
∞2
8ロ
〈
呂
町
三
官
dRF
凶唱

uc・m-
斗
ま
・
叶
ま

(
S
S
)・

(
打
)
み
h
p
p
凶
喝
、
司
巴
・
切
・
良
品
一
ヨ
ロ
-M-

(
花
)
町
民

-a品
沼

田

-u・

(怜

)
M
2
∞
お
お
〈
・
〉
m
Z
0
・
凶
凶
。
∞
翼
民
示
∞
・
ゴ
ヱ

sac-

(別
)

h
宮
山
山
門
即
席
〈
・
〉
明
言
・

ι
s
m宅
起
凶
哲
(
】
唱

aa)・

(
担
)
国

o
a
〈
-zmgLnaa-
凶
法
巴
・
∞
・
怠
品

2
3
5・
こ
の
事
件
は
ア
ッ
シ
ユ
判
決
と
事
実
関
係
が
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー

ジ
ー
州
で
の
前
訴
に
お
い
て
、
被
告
人
は
同
時
に
三
人
に
対
し
て
強
盗
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
式
起
訴
さ
れ
た
。
前
訴
に
お
い
て
被
告
人
は

ア
リ
バ
イ
を
主
張
し
て
無
罪
判
決
を
言
渡
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
じ
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
前
訴
の
強
盗
と
同
じ
機

会
に
も
う
一
人
の
被
害
者
に
強
盗
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
再
訴
さ
れ
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
被
告
人
は
第
一
四
修
正
の
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
条

項
違
反
を
主
張
し
て
裁
量
上
訴
を
求
め
た
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
裁
量
上
訴
を
認
め
て
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
憲
法
上
の
位
置
づ

け
を
第
一
四
修
正
の
デ
ユ

1
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
の
関
係
で
検
討
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
無
罪
判
決
に
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ

ス
ト
ッ
ペ
ル
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
判
断
を
尊
重
し
て
、
か
か
る
憲
法
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。

(
む
)
・
同
町
内
〉
田
町
四
〈
・
印
垣
S
8
P
N∞
唱
同
ω吾
唱
・
∞
三
叫
∞
司
会
申
告
)
・

(
部
)

h
町
内
〉
田
町
伺
〈
・
師
宅
問
ロ
8
P
凶
遣
問
Na
品
。
・
怠
(
】
ま
∞
)
・

(
制
)
〉
h
F
F
ω

ヨ
d
・∞・町民品与一
N

ム凶・
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説

(邸
)
h
h
白神主凶・

(前

)R-
民
主
凶
'
主
(n窓
口
間
宮
a
o
a
h
w
J
R
R向

ugE個
F
S
h
M
E
S
S
-
-豆
沼
〉
同
〈

-F-m一開〈
-gω
∞'這)・

(肝
)
h
h
白門主凶・

(
剖
)
迂

-a主凶ム品・

(卸

)
E
-
a
主血ム吋・

北法51(2・172)546 

論


